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産業建設委員会記録 
 

○開催日時 

令和５年９月２６日 午前９時５７分～午後３時５４分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 
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   委  員  石野田   浩 

   委  員  森 永 靖 子 
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委  員  坂 口 正 幸 
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○その他の議員 

   議  員  新 原 春 二 議  員  犬 井 美 香 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者

   農 林 水 産 部 長   中 島 弘 喜 

   農 業 政 策 課 長   森     隆 

   畜 産 営 農 課 長   髙 原 幸 浩 

    営農指導グループ専門員  三 島 大 介 

   耕地林務水産課長  内 野 弘 之 

    林 務 担 当 課 長   図 師 朋 弘 

    林務水産グループ長  榎   大 作 

      ───────── 

   経済シティセールス部長  有 馬 眞二郎 

   経 済 政 策 課 長   高 山 和 人 

   産 業 戦 略 課 長   山 元 一 将 

   観光文化スポーツ対策監  花 木   隆 

観 光 物 産 課 長   田 中 道 治 

文化スポーツ課長  入 枝 哲 也 

国 体 推 進 課 長   石 原 勝 浩 

   ───────── 

建 設 部 長  城之下   誠 

建 設 政 策 課 長  樋 口 武 士 

道 路 河 川 課 長  堀之内 利 行 

都 市 整 備 課 長  市 田 隆 司 

建 築 住 宅 課 長  山 口   誠 

   ─────────          

農業委員会事務局長  平   利 朗       

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員

   議 会 事 務 局 長  田 代 健 一 

   議 事 調 査 課 長  久 米 道 秋 

課長代理兼議事グループ長  上 川 雄 之 

管理調査グループ員  米 森 祐 太 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 農業委員会事務局 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 農 業 政 策 課 

畜 産 営 農 課 

耕地林務水産課 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 経 済 政 策 課 

産 業 戦 略 課 

観 光 物 産 課 

文化スポーツ課 

国 体 推 進 課 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

 

建 設 政 策 課 

道 路 河 川 課 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１０４号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１０５号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１０６号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算） 

都 市 整 備 課 

 

議案第１０１号 決算の認定について（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 築 住 宅 課 

──────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（宮里兼実）ただいまから、産業建

設委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元の審査日程により審査

を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めてまいります。 

 ここで、本日の審査に当たって留意事項を申し

上げます。 

 まず、審査は、決算認定議案のみとなり、所管

事務調査は行いませんので、質疑をされる場合は、

決算に関連したものとなるよう御留意ください。 

 また、各課の審査の冒頭に部長等から決算の概

要として主要施策の成果の概要説明を受けた後、

課長等から決算内容の説明を受けることとしてお

りますので、よろしくお願いします。 

 ここで、傍聴の取扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申出がある場合は、委員長にお

いて随時許可をします。 

 それでは、初めに農業委員会事務局の審査を行

います。 

────────────── 

△議案第１０１号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出

決算） 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第

１０１号決算の認定について（令和４年度薩摩川

内市一般会計歳入歳出決算）を議題とします。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（宮里兼実）初めに、農業委員会事

務局の審査を行います。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）主要施策

の成果について説明いたしますので、決算附属書

の１６７ページをお開きください。 

 １の総会及び運営委員会に関することについて

は、農地法に基づく事項を審議・処理するため、

農業委員１９名と農地利用最適化推進委員２１名

の両委員が出席して、農業委員会総会を１２回開

催いたしました。 

 ２の農業者年金に関することについては、法令

業務として、農業者年金基金との業務委任契約に

基づき、農業者年金受給者の現況届等の事務処理

を行いました。 

 ３の農地の移動に関することについては、農地

法第３条に基づく農地の権利移動と農地法第４条

及び第５条に基づく農地転移並びに農地法第

１８条に基づく農地の賃貸借の合意解約に関する

許認可申請事務で、合計で４２３件、８８４筆、

６２万５７９.１８平米を処理いたしました。 

 続いて、１６８ページを御覧ください。 

 ４の地目変更証明処理に関することについては、

農地転用許可後の転用事実証明及び非農地証明の

発行を行いました。 

 ５の農地形質変更届に関することについては、

排水不良等により耕作に支障がある水田等の盛土

を行い、畑としての有効利用を図る目的の申請処

理を行いました。 

 ６の農地利用の最適化の推進に関することにつ

いては、（１）担い手等への農地利用集積では、

農業委員及び推進委員による農地の出し手、受け

手の掘り起こしや利用権設定の終期到来者への利

用調整、農地中間管理事業への取組等により、合

計 で ４ ６ ８ 件 、 ８ ３ １ 筆 、 ７ ８ 万

１,８４７.２７平米の集積となりました。 

 農地流動化促進事業補助金については、農地の

有効利用と農業生産性の向上に資するため、農地

を借りて経営規模拡大を目指す中核的担い手農家

とその農地の貸手に対し、２３７件、８２９万

９,８５０円を交付いたしました。 

 （２）耕作放棄地の発生防止・解消では、現況

が森林・原野化し、農地に復元することが不可能

と見込まれる耕作放棄された農地を農業委員会の

権限において農地台帳から除外するもので、利用

状況調査の結果を農業委員会総会において農地に

復元することが困難な農地として判断・議決した

面積は９１.１ヘクタールとなりました。 

 なお、非農地判断６３.９ヘクタールと農地転

用等２７.２ヘクタールの合計９９.１ヘクタール

が農地台帳から減少いたしました。これにより、

令和４年度末における農地台帳上の農地面積は、

下段の表にありますように７,１５１.２ヘクター

ルとなります。 

 以上で、農業委員会事務局に係る主要施策の成

果の説明を終わります。 
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 続きまして、令和４年度歳入歳出決算書につい

て説明いたします。 

 初めに、歳出について説明いたしますので、決

算 書 の １ ５ ６ ペ ー ジ を お 開 き い た だ き 、

１５７ページ下段を御覧ください。 

 ６款１項１目農業委員会費の支出総額は

９,７５９万７,９４６円です。 

 備考欄を御覧ください。 

 農業委員会管理運営費は、農業委員１９人と農

地利用最適化推進２１人分の報酬、費用弁償、職

員８人分の給与費、農地台帳システム保守業務委

託が主なものです。 

 次に、農業者年金受託事務費は、１５７ページ

から１５９ページにかけてですが、いわゆる法令

業務として農業委員会の専属的権限の属する事務

の一つとして処理する業務で、現況届出等の事務

を行う会計年度任用職員（日額）報酬及び社会保

険料が主なものです。 

 次に、農業経営規模拡大促進事業費は、

１５９ページを御覧ください。農地流動化を促進

するために交付する農地流動化促進事業補助金が

主なものです。 

 なお、地域の目指すべき将来の目標地図作成や

現地調査等に利用する委員のタブレット４０台を

繰越明許費で購入するとともに、事務局用タブレ

ット１台を購入し、計４１台のタブレットを整備

しました。 

 次に、１節５０万以上の不用額については、農

地流動化促進事業補助金が対象で、２２０万

１,９５０円です。主な理由は、申請見込み者数

に対し、申請件数が減少したため、不用額となっ

たものです。 

 なお、５０万円を超える流用額はありませんで

した。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 決算書の３６ページをお開きください。 

 １５款２項４目のうち、農業委員会事務局分は、

３７ページ、備考欄の下段、嘱託登記手数料等で

ございます。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 １７款２項４目のうち、農業委員会事務局分は、

５３ページ、備考欄の中段部分、農業委員会補助

金等が主なもので、職員給与や委員等の報酬、タ

ブレット購入の補助金でございます。 

 次に、８４ページをお開きください。 

 ２２款５項４目のうち、農業委員会事務局分は、

８５ページ、備考欄の中段、農業者年金事務委託

金等です。 

 続いて、不納欠損額及び収入未済額はありませ

んでした。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）耕作放棄地について、

ちょっとお尋ねをいたします。 

 耕作放棄地の発生防止解消で９１.１ヘクター

ルが農地台帳面積から除外されたということにな

っているんですが、耕作放棄地全体はどの程度に

実績としてなっているんでしょうか。今、

９１.１ヘクタールを除外した耕作放棄地という

のは、薩摩川内市でどのようになっているんでし

ょう。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）令和４年

度現在で申し上げますと、６００.１ヘクタール

になっております。 

○委員（成川幸太郎）実はこの６００.１ヘク

タールというのは、県内でトップだという話が県

議会で話題になって、薩摩川内市は耕作放棄地が

一番多い地域だというふうに指摘をされていたと

いうことを聞いたんですが、本当のことなんです

か。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）薩摩川内

市のトップというところをちょっと再確認する必

要があるんですが、県内でも多いということで認

識しているところでございます。 

 この理由につきましては、先ほど非農地判断で

農地を少しずつ、農地として見込めない農地を農

地台帳から削除するということになっているんで

すけれども、その事務処理で外すための処理が少

しできていなかった部分がございまして、今年多

くの非農地については削除するというような形に

なりましたので、今後ともこういった利用状況調

査等の結果に基づき、農地として再現できない部

分については、耕作放棄地のところも農地台帳の

ほうから削除する方向で進めていきたいと考えて

いるところでございます。 

○委員（成川幸太郎）非農地台帳から除外し
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ていくことも必要なんでしょうけども、耕作放棄

地を更に耕作地として復活していくということも

しないと、どんどん第１次産業の農業に対する取

組というのは弱まっていくんじゃないかという気

がするんですけども、そこら辺についての取組と

いうのは何かやってこられているんでしょうか。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）現在の取

組としましては、農地を仲介する農地利用の調整

活動や農業経営基盤法による利用権の設定、中間

管理事業等による中間管理権設定を農業政策課等

と一緒になって取り組んでおりまして、新規の農

地の出し手、借手の意向を踏まえたマッチング活

動を行いながら、耕作放棄地の発生防止と解消に

取り組んでいるところでございます。 

○委員（成川幸太郎）私なんかも耕作放棄地

のこの状態が県内でもトップだという指摘を受け

て、川内、おまえたちは何しとっとよというよう

な、議員も取組が弱いんじゃないかという指摘を

受けたんですけども、ぜひ耕作放棄地が台帳から

消えていくだけじゃなくて、第１次産業、農業の

活性化ということでも転作等、農地を奨励しなが

らやっていくように、農業政策課との打合せもぜ

ひやっていただいて、県内トップであるというこ

とから何とか早く脱却していただきたいなという

ので、よろしくお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）貴重な御

意見ありがとうございました。今おっしゃった意

見に基づきまして、更に強力に関係課と一緒にな

って進めてまいりたいと思います。先ほど御答弁

の中で、事業の中で一つ言い忘れましたことがあ

りまして、この耕作放棄地解消で、市単独事業に

よる農地流動化促進補助の支給もしておりますの

で、こういった部分についても、解消、発生防止

に向けてつながっていくものだというふうに考え

ているところです。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、農業委員会事務局の審査を終わります。 

────────────── 

△農業政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、農業政策課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○農林水産部長（中島弘喜）それでは、まず

令和４年度の農業政策課の決算状況の概要等につ

いて御説明をさせていただきます。 

 決算附属書１０１ページをお願いいたします。 

 農業政策課の令和４年度決算額は、５億

９８６万５,５９５円でございます。 

 事業の概要を御説明申し上げます。 

 １の部に係る総合的な調整に関することのうち、

（２）食育・地産地消事業費では、学校給食への

ゴーヤの提供や料理教室を開催するなど、地域産

物のＰＲ及び食の啓発に努めております。 

 ２の六次産業化に関することでは、（１）農林

漁業の六次産業化の促進につきまして、新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴いまして新規事業者開拓

に向けた事業実施は見送ってございます。六次産

業化承認事業所のソフト事業や新商品開発等への

補助金を拠出いたしました。 

 なお、１０２ページにございます農商工連携に

関する補助事業は申請者がなく、執行はありませ

んでした。 

 ３の地域特性を活かした農業の振興では、

（１）風土を活かした農業振興への取組といたし

まして、３３の集落協定地区に中山間地域等直接

支払交付金事業を、また集落営農組織等によりま

す経営基盤の強化では、地域を支える担い手の育

成及び地域農業の維持、活性化への活動に対する

支援事業を実施しますとともに、機構集積協力金

交付事業におきまして１１.８ヘクタールの農地

集積を行いました。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 鳥獣被害対策では、鳥獣被害防止のために、市

単独事業や県の補助事業を活用しながら、電気柵

や防護柵の設置等の支援や鳥獣被害防止対策講習

会等を開催しながら、被害防止に努めました。 

 ４の有害鳥獣被害防止に関することでは、農林

産物被害の軽減を図るため、市単独事業と併せま

して、県の鳥獣被害対策実践事業補助金を活用し

まして、市内猟友会に有害鳥獣駆除を委託し、被

害の防止・軽減に努めております。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○農業政策課長（森 隆）それでは、歳出に
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ついて、まず説明いたします。 

 令和４年度決算書の１５８ページをお開きくだ

さい。 

 ６款１項２目農業総務費において、農業政策課

の支出済額は４億７,４０５万９９円で、備考欄

を御覧ください。農業政策課分の主なものは、農

業政策課及び支所・甑島振興局産業建設グループ

職員２７名分の職員給与費と新規就農者育成拠点

施設解体工事分です。翌年度への繰越明許費、

１４節工事請負費は、里定住センターシャッター

取替工事費分で、早期に工事を行う必要があるこ

とから、令和４年度３月補正を行い、本年度に繰

り越しています。 

 続きまして、主な不用額について説明させてい

ただきます。 

 １４節工事請負費の不用額は、新規就農者育成

拠点施設解体工事費の執行残です。１８節負担金

補助及び交付金の不用額は、農商工連携推進事業

及び地域産物販売拡大連携促進事業の執行がなく、

その他の事業におきましても、新型コロナウイル

ス感染防止の影響で販路拡大等の商談活動ができ

なかったことや設備投資が行われなかったことが

理由でございます。 

 続きまして、１６０ページを御覧ください。 

 ６款１項３目農業振興費は、支出済額１億

４,４２４万３６３円です。備考欄を御覧くださ

い。農業者経営所得安定対策推進事業補助金外

８件と中山間地域等直接支払交付金及び農業公社

運営補助金の負担金補助及び交付金が主なもので

ございます。 

 続きまして、主な不用額について説明いたしま

す。 

 １８節負担金補助及び交付金の不用額は、地域

農業活性化・農福連携支援事業の執行残が主なも

ので、予定していた２名の事業主体が申請を見送

ることとしたためでございます。 

 続きまして、１６６ページをお開きください。 

 ６款４項２目林業振興費のうち、農業政策課の

支出済額は９,１５９万４,１８９円です。備考欄

を御覧ください。鳥獣被害防止緊急捕獲等対策業

務委託外１１件の委託費が主なものです。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 ２６ページをお開きください。 

 １５款１項４目農林水産使用料のうち、備考欄

の農業政策課分は、陽成町農産物加工センター使

用料外９件で、収入未済はありません。 

 次に、５０ページをお開きください。 

 １７款２項４目１節農業費補助金は、備考欄で

農業政策課分は、５３ページにかけまして七つの

事業があり、中山間地域等直接支払交付金外６件

分で、収入未済はありません。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 １７款２項４目３節林業費補助金のうち、備考

欄の農業政策課分は、有害鳥獣捕獲事業補助金で、

収入未済はありません。 

 次に、５８ページをお開きください。 

 １７款３項４目２節林業費委託金のうち、備考

欄の農業政策課分は、有害鳥獣捕獲許可等の事務

を行う権限移譲事務委託金で、収入未済はありま

せん。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節土地建物貸付収入のうち、

備考欄の農業政策課分は、九州電力の電柱設置等

に係る借地料等で、収入未済はありません。 

 次に、６４ページをお開きください。 

 １８款２項１目１節土地建物売払収入のうち、

備考欄の農業政策課分は、３筆の農地分で、収入

未済はありません。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 ２２款４項３目１節農業受託事業収入のうち、

備考欄の農業政策課分は、農地中間管理事業に係

る受託事業収入で、収入未済はありません。 

 次に、７６ページをお開きください。 

 ２２款５項４目１節雑入のうち、備考欄の農業

政策課分は、里定住センターにある災害対策型自

動販売機用電気使用料金外３件で、収入未済はあ

りません。 

 続きまして、財産に関する調書のうち、農業政

策課分の県農業信用基金協会出資金と県農業・農

村振興協会出損金につきましては、３６０ページ

に記載してあります。 

 続きまして、決算資料の説明をいたします。 

 決算資料の３０ページをお開きください。 

 補助金の内訳で、六次産業化支援事業補助金外

１２件を支出いたしました。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 負担金一覧表で、農業政策課分は表の中ほどに

示しています農業公社年会費外３件を支出いたし
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ました。 

 次に、８７ページを御覧ください。 

 委託料の執行状況です。農業政策課分は下段、

農業総務費で、祁答院大村北部生活センター指定

管理料外２２件と、８８ページを御覧ください。

林業振興育成費で、市内六つの猟友会へ有害鳥獣

の捕獲頭数に応じて委託料を支出いたしました。 

 次に、１２３ページをお開きください。 

 工事請負費一覧表で、農業政策課分は新規就農

者育成拠点施設の解体撤去に係る工事請負費を支

出いたしました。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）食育・地産地消事業に

ついてお尋ねします。 

 この決算額２４万５３０円というのが上がって

いるんですが、この事業費のもともとの予算は幾

らだったんでしょう。年間の予算事業として。 

○農業政策課長（森 隆）ちょっと手元に当

初予算書を持ってきていないので、後ほど回答さ

せていただきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）じゃあ、いいです。こ

の食育・地産地消事業として決算に上がっている

のが２４０万とか２,０００万とかであればなる

ほどと思うんですが、たかだか２４万５３０円が

使われていないこと自体が本当で取り組む意思が

あるのかなというのを感じるんですね。 

 学校給食に活用した食育が１９５キロというん

ですが、これも金額にすれば大したことはないと

思うんですが、もっとこの食育・地産地消事業を

拡大して、第１次産業で、一生懸命農業で生産さ

れている方の物が学校給食等で使われることで生

産にもつながっていくということもいろんなとこ

ろで言われているわけですので、もうちょっとこ

こを拡大できないかなということと、ゴーヤの提

供だけじゃなくて、有機生産なんかに取り組んで

いらっしゃる方の商品を学校給食で使って、もっ

とこの事業費を拡大して、農業振興の一端をここ

で担わせるべきじゃないかと思うんですけども、

どのようにお考えでしょうか。 

○農林水産部長（中島弘喜）ただいまの御指

摘についてでございますが、地産地消と食育、こ

ういったものをどんどん御意見のとおり振興する

ことで、１次産業の振興にもつながっていくもの

という理解はしてございます。実施拡大につきま

しては、関係課等々と協議をさせていただきなが

ら、今後拡大できるのかを含めて検討をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、以前も有機農業

の振興のところでも、一般質問でも言いましたけ

ども、国も、この１次産業の食育だったり、地産

地消事業であったり、有機農業であったりのとこ

ろの拡大について、金額的に折り合わないところ

を学校給食等で活用して、拡大していこうという

政策は取っているようですので、そこら辺もうま

く活用しながら食育、特に地産地消事業というの

は拡大していただきたいなというふうに思います。

ぜひ今後の施策に期待をいたします。 

○委員（成川幸太郎）もう一点いいですか。

農商工連携に関すること、同じようなことなんで

すけど、これ全くゼロだったということがどうし

ても納得がいかないんですが、非常に私は以前か

ら農商工連携を進めないと、六次産業化というの

はなかなか大きくなっていかないんじゃないかと

いうことを申し上げてきたわけですけども、農商

工連携をあんまし大きく考えると難しいんですが、

つい最近もいろんな人から、ここの薩摩川内市の

１次産業の発展ということで指摘を受けて、例え

ば小さなところで、物産館なんかで漬物なんかを

販売したりされる方もいらっしゃるじゃないです

か、作って。キュウリであったり、農業生産物の

Ｂ品、Ｃ品というのを、結局市場にも出荷できな

い、一般の小売店でも販売できないというやつを

使って生産化して、漬物等に使って販売するよう

なこともしていくべきじゃないかという指摘も受

けたところですけど、そういったこの農商工連携

に対する申出がなかったということなんですが、

当局としてそういった生産を、農業に関わるとこ

ろの物産館等への商品を納める方々にそういった

小さくてもいいから、１次産業で捨てられる商品

等を使った生産を商品化して販売するよう、大企

業にばっと売るんじゃなくて、物産館であったり、

今いろんなスーパーで地産地消コーナーを設けた

りしていますので、そこら辺で販売したりされて

いるんで、そこを何か町だけじゃなくて、もうち

ょっと当局からアピールして、こうやるべき、取

り組みませんかということはされてはいなかった
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んでしょうか。 

○農業政策課長（森 隆）御指摘のとおり、

令和４年度におきましては経済活動自体が低迷し

ていたということで、本来行いたかった六次産業

化の推進事業等、この中で六次産業化とは何ぞや

とか、初歩の取組方針、方法という、いわゆる最

初の研修会等が全くできておりませんでした。 

 その中で、今回、今御指摘がありましたような、

そういう取組に対しての一歩進んだ動きというの

も同時にできなかったのではないかなというふう

に思っておりますが、今年度につきましては研修

事業等も含めた中で、農商工連携、それから地域

以外の商工業者との取組を進める地域産物販売拡

大促進事業等、既に問合せがある中で事業を実施

している経緯もあります。 

 特に、今年の六次産業化への研修事業、甑島の

ほうでも本土のほうでも既に開催する中において

は４４名ほど参加を頂いておりまして、その中で、

またいろんな御相談等が今後出てくると思ってお

りますので、令和５年度につきましては、令和

２年、令和３年、コロナの影響、令和４年もあり

ましたけども、復活していきたいというふうに考

えているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）ぜひそういう参加され

る意欲のある方がいらっしゃるということですの

で、特に六次産業化に関することでは、その取組

をしようとされる方が、書類があまりにも煩雑で、

なかなか理解できないということがあるようです

ので、当局のアドバイスを的確にやっていただい

て、特に六次産業、農商工連携というものが進ん

で、同じように１次産業が振興するような形の施

策、対策を取っていただければと思います。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、農業政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△畜産営農課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、畜産営農課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（中島弘喜）それでは、令和

４年度の畜産営農課の決算状況、概要等について

御説明させていただきます。 

 決算附属書の１０４ページをお願いいたします。 

 畜産営農課の令和４年度決算額は、３億

４,６６２万１,５９７円でございます。 

 事業概要について御説明申し上げます。 

 １の六次産業に向けた推進活動に関することで

は、農産物の海外輸出に伴う活動支援を行いまし

た。 

 ２の営農指導に係る企画及び調整に関すること

では、営農指導に関する企画・検討や甑島で発生

しましたミカンコミバエ対策に関する業務委託を

実施しています。 

 ３の地域特性を活かした農業の振興におきまし

ては、下の表にございますように、国県補助事業

を活用しながら、耕種農家の経営基盤の強化など

に取り組みますとともに、肥料費高騰対策を実施

いたしました。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 ４の畜産行政の総合的な企画及び調整に関する

ことでは、畜産振興の企画・検討のほか、甑地域

における畜産振興及び家畜の疾病防止に取り組ん

でおります。 

 ５の畜産の振興及び育成についてにおきまして

は、（１）畜産業の経営指導としまして、畜産農

家の経営安定のための経営支援に加えまして、飼

料価格高騰対策を実施しております。 

 （２）の畜産物の生産奨励に関することでは、

表に記載のとおり、国県補助事業を活用しながら、

畜産経営の基盤強化及び生産性向上などに向けた

支援を実施いたしました。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 （３）畜産物の流通及び加工に関することでは、

子牛の商品性向上に向け、ＪＡ北さつまが運営し

ますキャトルセンターの管理運営に対し支援を行

っております。 

 （４）の家畜の衛生及び防疫に関することでは、

繁殖用雌牛の牛伝染性リンパ腫対策ウイルス感染

の清浄化に向け、血液検査を実施いたしました。 

 （５）全国和牛能力共進会に関することでは、

昨年１０月に本県で開催されました第１２回全国

和牛能力共進会に向けた肥育技術向上などの農家

実証等を実施しております。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足
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説明を求めます。 

○畜産営農課長（髙原幸浩）それでは、まず

歳出について御説明をいたします。 

 各会計歳入歳出決算書の１５８ページをお開き

ください。 

 ６款１項２目農業総務費で、その左側の欄で主

な内容を説明いたします。 

 農業総務費では、１６０ページ上から畜産営農

課分につきましては、１,０３４万７,６６２円に

なり、主な内容といたしましては、営農専門指導

員の報酬３名分、職員手当等３名分、社会保険料

になります。また、その下、六次産業化推進事業

費の畜産営農課分は、農産物販売促進協議会負担

金で、国内の消費地やバイヤーとの商談、試食宣

伝による経費になります。 

 同じく１６０ページ、６款１項５目園芸振興費

では、支出済額１億１,１４４万８,７１２円で、

備考欄ではその主な内容を説明いたします。 

 負担金は桜島防災営農推進協議会負担金外７件、

補助金で肥料費等高騰対策支援事業外１件が主な

もので、執行率が７３.５％となります。 

 次に、１６２ページ、６款２項１目畜産総務費

では支出総額２億１,９９８万６,７８０円になり、

備考欄の畜産総務費では、畜産業務専門員報酬

２名分、畜産職員給与９名分、職員手当等、社会

保険料、川内畜産センター消防設備等点検委託業

務、工事請負費につきましては、鹿島第二共同畜

舎解体工事費、備品購入費では、甑地域における

県有牛４頭分について、農家から償還された譲渡

金を県へ支払いするものです。 

 また、鹿児島県畜産協会負担金６件、優良牛保

留導入資金貸付基金繰出金１件、基金への繰り出

しが主なもので、執行率９５.７％になります。 

 その下、畜産振興育成費では、各会計年度任用

職員（日額）報酬１５名分、同時間報酬分１０名

分、畜産基盤再編総合整備事業負担金と飼料費高

騰対策支援事業補助金外１８件が主なものとなり

ます。 

 次に、２２６ページ、１１款４項１目公共施設

災害復旧費では、畜産課分は６９万８,５００円

になり、台風襲来による畜産センターの係留所の

屋根修理費であります。 

 続きまして、不用額について、主なものについ

て説明をさせていただきます。 

 資料は１６０ページにお戻りください。 

 ６款１項５目園芸振興費１８節負担金補助及び

交付金において、４,１２４万２,９８０円の不用

が生じております。主な要因といたしましては、

肥料費等高騰対策支援事業で、県が同様の補助を

９月補正で追加されたため、一部事業の内容見直

し及び補助率の見直しを行ったためでございます。 

 また、１６２ページ、６款２項１目畜産総務費

１８節負担金補助及び交付金において、８６１万

９,８３１円の不用額が生じております。主な要

因といたしましては、各補助事業の入札執行残及

び子牛価格、枝肉相場の低迷に加え、資材費等の

高騰により、事業の見直しによるものでございま

す。 

 続きまして、別冊の議会資料、５０万円以上の

節間流用一覧表を御覧いただきたいと思います。 

 畜産営農課分は３ページの６番目の１件であり、

鹿島第二共同畜舎解体工事において工法を一部変

更し、工事請負費に不足が生じたことから、記載

のとおり９５万９,０００円を流用いたしました。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 歳入決算書の２６ページをお開きください。 

 １５款１項４目１節農業使用料の備考欄の畜産

営農課分は、中ほどに九電柱・ＮＴＴ柱の使用料

でございます。 

 次に、４２ページをお開きください。 

 １６款２項４目１節農業費補助金のうち、備考

欄の経営継承・発展支援事業補助金が当課分にな

ります。 

 次に、５０ページをお開きください。 

 １７款２項４目１節農業費補助金のうち、備考

欄の中ほど、畜産営農課分では、５２ページ下か

ら５段目、主なものは環境保全型農業直接支援事

業補助金、それから畜産クラスター事業補助金、

サツマイモ基腐病対策推進事業費、活動火山周辺

防災営農対策事業支援補助金、農業次世代人材投

資事業補助金、新規就農経営発展支援事業補助金

等になります。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節土地・建設貸付に係る収入

のうち、備考欄の畜産営農課分は下から１０段目、

主なものにつきましては、甑地域における牧場貸

付料でございます。 

 同じく６２ページ、１８款１項２目１節利子及
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び配当金のうち、備考欄の畜産営農課分は上から

５段目、肥育素牛導入資金貸付基金利子収入外

２件の基金利子収入でございます。 

 次に、６６ページ、１８款２項２目１節物品売

払収入のうち、備考欄の畜産営農課分は中ほど、

県有牛譲渡代金、これは県有牛譲渡に係る４頭分

でございます。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 ２２款３項１目３０節肉用牛貸付金元利収入は、

畜産営農課分で調定額５０万円対し、収入未済額

５０万円です。 

 同じく２２款４項３目１節農業受託事業収入の

うち、備考欄の畜産営農課分は、特殊病害虫対策

事業業務委託金であり、これは甑島地域で発生し

ましたミカンコミバエの誘殺作業に係る業務委託

金でございます。 

 同じく２２款５項４目１節雑入のうち、備考欄

の畜産営農課分は、７６ページ下から６段目で、

畜産基盤再編総合整備事業の負担金です。これは

事業参加者の負担金となります。 

 続きまして、財産に関する調書になります。 

 畜産営農課分の有価証券につきましては

３５９ページ、出資による権利については

３６０ページ、債権については３６２ページ、基

金については３６４ページにそれぞれ記載をして

ございます。 

 続きまして、基金運用状況調書になります。 

 畜産営農課分は、優良牛導入資金貸付基金につ

いては３６８ページ、肥育素牛導入資金貸付基金

につきましては３６９ページ、特別導入事業基金

については３７０ページにそれぞれ記載してござ

います。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）１点だけちょっとお尋

ねします。 

 最初に出ていた六次産業化の促進に関するとこ

ろで、農産物の海外輸出活動への支援を行ったと

いうことで、６９万９,９４３円が支出されてい

るということなんです。林業は、この後でしょう

から、丸太の輸出は相当伸びて３位になったとか

ということですけど、そういうのを除く農産物の

海外輸出というのは、この支援を行った結果、ど

の程度の輸出額が、種別には分からんですけど、

農産物であったんでしょうか。 

○畜産営農課長（髙原幸浩）説明につきまし

ては、三島専門員にお願いいたします。 

○専門員（三島大介）畜産営農課営農指導グ

ループの三島です。ハウスキンカンのほうの輸出

のほうをさせていただいております。令和４年度

の実績といたしまして、数量といたしまして

８,１８４キロ、金額といたしまして１,０１３万

２,０００円、香港のほうへの輸出のほうをして

いるところであります。そちらにつきましては、

令和４年度の比較といたしまして、数量といたし

まして約１２０％、金額といたしまして約

１３０％の増加というような実績となっておりま

す。 

○委員（成川幸太郎）主にはキンカンだけな

んですか、ほかのものは、輸出とかは。 

○専門員（三島大介）今現在、ハウスキンカ

ンのみということになっております。 

○委員（成川幸太郎）はい、分かりました。

日本の農産物の評価というのは、中国との関係が

今おかしくなっているんで、今年がどうなるか分

かりませんけど、非常に評価が高いということで

すので、ぜひ海外への販売も伸びて、１次産業の

振興というのにつながればなと思います。 

 一つは、以前から言っているんですけど、部長

答弁にも一般質問であったように、ＧＡＰの推進

と、ＧＡＰの認定を受けるかどうかというので、

海外に対する販売というのは全然違ってくると思

うので、そういった推進も含めながら、この海外

への輸出が伸びるように取り組んでいただければ

なと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、畜産営農課の審査を終わります。 

────────────── 

△耕地林務水産課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、耕地林務水産課

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（中島弘喜）令和４年度の耕
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地林務水産課の決算状況の概要等について御説明

申し上げます。 

 決算附属書１０７ページをお願いいたします。 

 耕地林務水産課の令和４年度決算額は、１４億

４,８５２万１,９９３円でございます。 

 業務の概要を御説明いたします。 

 １の農業農村基盤整備及び林業・水産業振興に

係る総合的な調整のうち、（２）の安全で安定し

た水利用の確保では、川内川多目的取水管理組合

の管理経費等に充てるための負担金を支出しまし

た。 

 ２の県営事業による農業生産基盤及び農村環境

の整備では、下段の表に記載してございますよう

に、用水路やため池などの改修に係る県営事業に

対する負担金を支出しております。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ３の市単・県単・団体営土地改良事業による農

業生産基盤及び農村環境の整備では、農道用排水

路等の整備及び維持補修に加え、農業用施設の整

備等を実施いたしました。 

 ４の農業施設管理団体等への負担金補助金につ

きましては、土地改良区の健全運営や土地改良施

設の適切な維持管理に係る農家負担の軽減を図る

ため、薩摩川内市土地改良区への補助金交付のほ

か、農業者や地域住民が共同で行います土地改良

施設の維持管理や農村環境の保全活動などを支援

します多目的機能支払交付金事業を２７地区で実

施いたしました。 

 １０９ページの５、農業用施設の維持管理にお

きましては、１９か所の排水機場や清浦ダムの適

正な施設管理及び維持修繕等を実施いたしました。 

 ６の森林の整備と特用林産の振興において、

（１）では、林業事業体が行う民有林における森

林整備事業への助成を実施したほか、経営管理が

行われていない森林の実態を把握するため、森林

所有者に対する意向調査を実施しますとともに、

森林経営管理の推進に努めました。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 （２）では、竹林資源の有効活用を図るため、

竹林改良や肥料等の購入助成を行いながら、適正

な竹林整備とタケノコの生産振興に努めました。 

 （３）では、約１,９００ヘクタールの市有林

に関する森林保険を拠出しております。 

 （４）は、松くい虫被害の拡大を防ぐため、被

害木の伐倒駆除と無人ヘリによります空中散布を

実施して、森林の保全に努めております。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 （５）は、市有林の管理経営を市内の林業事業

体に委託し、森林経営計画に基づく間伐、造林等

の森林整備を実施いたしました。 

 ７の治山林道の整備では、林道の伐採、路面補

修等の維持管理に努めるとともに、２路線の舗装

工事を実施いたしました。 

 ８の水産業の振興におきましては、新型コロナ

ウイルス感染拡大等によります燃油高騰対策に取

り組みますとともに、沿岸漁業の水産資源の維

持・増加のための種苗放流等への支援や、甑島の

五つの漁業集落の活動に対して交付金を交付して

おります。 

 そのほか、次のページに記載がございますよう

に、内水面漁業の振興に向けた魚介類放流や水産

加工品の販売促進、甑島水産物の地産地消促進に

対する経費の助成を実施いたしました。 

 ９の漁港及び海岸保全施設の整備では、市が管

理いたします漁港につきまして、施設修繕やしゅ

んせつなどを実施し、漁港機能の保全に努めると

ともに、県管理漁港の整備事業に負担金を支出い

たしました。 

 １０の農業用施設、林道、漁港災害復旧では、

令和３年度、令和４年度に発生いたしました農業

用施設、林道及び漁港の災害復旧工事を実施して

おります。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）まず、歳出

について御説明しますので、決算書の１６２ペー

ジをお開きください。 

 ６款３項１目農業土木総務費の支出済額は、

５,８４０万６,２４１円であり、職員８名分の給

与費が主なものです。 

 次に、６款３項２目農業施設改良費の支出済額

は３億６,０７５万１,２９０円で、繰越明許費は

１,３７８万円です。支出の主なものは、市単土

地改良事業費、１６４ページを開いていただいて、

県単土地改良事業費のほか、土地改良区補助金や

多面的機能支払交付金の農業施設負担金補助金、

県営土地改良事業に係る農業施設県営事業負担金、

川内川からの取水や揚水に関する水土利用事業費、
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土地改良施設の維持改修のための維持管理適正化

事業費、清浦ダムの保守点検に必要なダム管理費

になります。 

 次に、６款３項３目湛水防除事業費の支出済額

は１億５,１５１万１,７５８円で、繰越明許費は

２,８５０万円です。支出の主なものは、市内

１９排水機場の運転経費及び施設管理、維持補修

経費になります。 

 次に、１６６ページをお開きください。 

 ６ 款 ４ 項 １ 目 林 業 総 務 費 の 支 出 済 額 は

４,５６２万２,８１８円であり、職員７名分の給

与費が主なものです。 

 次に、６款４項２目林業振興費の支出済額のう

ち、耕地林務水産課分は１億 ６ ,２０７万

４,００３円です。林業振興育成費は、地域林政

アドバイザー２名分の報酬や森林環境譲与税を活

用した事業が主なものです。このほか、久見崎地

域の松林を守るための無人ヘリコプターによる薬

剤散布等の松くい虫防除費、次に１６８ページを

開いていただいて、市有林支障木伐採業務委託が

主な市有林管理費、市有林を森林整備するための

負担金が主な市有林保全整備事業費になります。 

 次に、６款４項３目治山林道費の執行済額は

５ ,９８８万４ ,２８１円で、繰越明許費は

５０１万６,０００円です。支出の主なものは、

県単治山事業の工事請負費が主な治山事業費、林

道の維持修繕工事等に要する経費が主な林道管理

費、特定離島ふるさとおこし推進事業の工事請負

費が主な林道建設費になります。 

 次に、６款５項１目水産総務費の執行済額は

４,８５８万９,９３９円であり、水産専門員１名

の報酬と職員７名分の給与費が主なものです。 

 次に、６款５項２目水産振興費の執行済額は

４,０３４万９,３５６円であり、川内市漁協青壮

年部が実施した水産多面的機能発揮対策事業負担

金や甑島の五つの漁業集落が漁業の再生を図るた

めに実施した離島漁業再生支援交付金が主なもの

です。 

 次に、１７０ページをお開きください。 

 ６ 款 ５ 項 ３ 目 漁 港 管 理 費 の 執 行 済 額 は

５ ,７９５万２ ,２０９円で、繰越明許費は

３,５９０万円です。支出の主なものは、瀬々野

浦漁港の護岸工事と市管理漁港の維持補修に係る

工事費になります。 

 次に、６款５項４目漁港建設費の執行済額は

１,０９１万６,０００円であり、県が行う県管理

漁港の施設整備に係る負担金になります。 

 次に、２２４ページをお開きください。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧

費の執行済額は１億５,１０９万３,０４６円で、

繰越明許費は７,２４７万円です。支出の主なも

のは、令和３年、令和４年に被災した林道や農

地・農業用施設の測量設計業務委託と工事請負費

が主なものです。 

 次に、１１款１項２目現年単独農林水産施設災

害 復 旧 費 の 執 行 済 額 は ２ 億 １ , ４ ７ ０ 万

９,７２０円で、繰越明許費は６００万円です。

支出の主なものは、公共災害に該当しない林道や

農道、農地・農業用施設や漁港施設１３９件の工

事請負費が主なものです。 

 次に、１１款１項３目過年公共農林水産施設災

害復旧費の執行済額は７,７２３万円であり、令

和２年に被災した林道３件と農業用施設１件の工

事請負費が主なものです。 

 次に、１１款１項４目過年単独農林水産施設災

害復旧費の執行済額は９４３万１,３３２円であ

り、繰越明許費は４８０万円です。支出の主なも

のは、令和２年に被災した農業用施設１件の工事

請負費が主なものです。 

 次に、別冊の議会資料、５０万円以上の節間流

用一覧を御覧ください。 

 本課分は３ページの７番の１件です。７番は、

現年単独災害復旧事業の工事請負費に不足が生じ

たため、記載のとおり、５１０万円を予算流用し

執行したものであります。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 決算書の２２ページをお開きください。 

 １４款１項１目１節農業土木費分担金は、備考

欄のとおり、市単、県単それぞれの土地改良事業

及び水土利用事業に伴う受益者からの分担金にな

ります。 

 次に、１４款１項１目２節林業費分担金は、県

単治山事業を実施した受益者からの分担金になり

ます。 

 なお、収入未済額については、令和元年に県単

治山事業を実施した冷水町餅田地区の受益者負担

となる治山事業分担金１件分であります。 

 次に、１４款１項３目１節農林水産施設災害復
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旧費分担金は、農地を公共災害にて復旧した受益

者からの分担金になります。 

 次に、２６ページをお開きください。 

 １５款１項４目１節農業使用料のうち、耕地林

務水産課分は、農道占用料や水路などの行政財産

使用料として収入したものであります。 

 次に、１５款１項４目２節林業使用料は、林道

における電柱等の行政財産使用料として収入した

ものであります。 

 次に、１５款１項４目３節水産使用料は、各種

水産施設の使用料及び占用料として収入したもの

であります。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 １７款２項４目２節農業土木費補助金は、多面

的支払交付金の収入が主なものです。 

 次に、１７款２項４目３節林業費補助金のうち、

耕地林務水産課分は、林業・木材産業構造改革事

業補助金及び特定離島ふるさとおこし推進事業補

助金が主なものです。 

 なお、収入未済額については、県単補助治山事

業に係る県補助金であります。 

 次に、１７款２項４目４節水産業費補助金は、

水産物供給基盤機能保全事業補助金及び離島漁業

再生支援交付金が主なものです。 

 なお、収入未済額については、水産物供給基盤

機能保全事業に係る県補助金であります。 

 次に、５６ページをお開きください。 

 １７款２項９目１節農林水産施設災害復旧費補

助金は、現年分の林道や農地・農業用施設の災害

復旧工事２０件分と過年度分の林道や農地・農業

用施設の災害復旧工事４件分の補助金として収入

したものです。 

 なお、収入未済額については、翌年度に繰り越

した林道災害と農地・農業用施設災害の公共災害

復旧に対する補助金であります。 

 次に、５８ページをお開きください。 

 １７款３項４目２節林業費委託金のうち、耕地

林務水産課分は、九州自然歩道利用拠点整備委託

金などを収入したものであります。 

 次に、１７款３項４目３節、農業土木費委託金

は、県からの権限移譲事務委託金を収入したもの

であります。 

 次に、１７款３項４目４節水産業費委託金は、

県営漁港使用料徴収事務委託金などを収入したも

のであります。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節土地建物貸付収入のうち、

耕地林務水産課分は、市有林内の九電の高圧電線

や電柱・電話柱の貸地料として収入したものが主

なものです。 

 次に、６４ページをお開きください。 

 １８款１項２目１節利子及び配当金のうち、耕

地林務水産課分は、森林環境譲与税基金利子収入

として収入したものです。 

 次に、１８款２項１目１節土地建物売払収入の

うち、耕地林務水産課分は、鹿児島県が永利町で

実施する川内加治木線、県単道路整備工事に伴い、

市有林が事業用地となることから、鹿児島県に事

業用地として売却した収入が主なものであります。 

 次に、６６ページをお開きください。 

 １８款２項１目２節立木売払収入は、市有林の

間伐等により搬出した木材の売払収入が主なもの

であります。 

 次に、６８ページをお開きください。 

 ２０款１項６９目１節森林環境譲与税基金繰入

金は、歳出の森林環境譲与税事業に必要な財源と

なります。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 ２２款４項３目４節林業受託事業収入は、水源

林分収林整備業務委託料に対する受託事業収入で

あります。 

 次に、７６ページをお開きください。 

 ２２款５項４目１節雑入のうち、耕地林務水産

課分は、７７ページの下から３段目の松くい虫駆

除事業補償金から７９ページの土地改良施設維持

管理適正化事業交付金になります。 

 続きまして、決算書の財産に関する調書のうち、

耕地林務水産課分については、３５７ページの

（２）の山林、（３）の動産、（４）の物権及び

３６０ページの（７）の出資による権利の状況に

ついて記載してあります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（森永靖子）１１２ページを開けてくだ

さい。 

 ８の水産業の振興のところの（６）のところで

すが、一般質問でもしました。３日から７日は、
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さかなの日ですよというぐらい設けられているの

で、スタンプラリーをされたり、バスツアーをさ

れたり、ＰＲポスターの作成をされたりというん

ですが、ここをもう少し、助成をどのぐらいされ

たのかというようなことなども、もうちょっと詳

しく教えてください。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）担当グルー

プ長より答弁させます。 

○耕地林務水産課林務水産グループ長（榎 

大作）スタンプラリーにつきましては、県の地

域振興推進事業という事業に沿って、川内市漁協

が主催となって商品開発、令和４年度につきまし

ては、旬の魚介類を使った漬け丼を作りました。

スタンプラリーにつきましては、北薩地域という

ことで、さつま町、薩摩川内市を中心にスタンプ

ラリーを実施しております。 

○委員（森永靖子）バスツアーとか、助成をど

のぐらいしたとか、もうちょっと詳しく、はっき

りと教えてください。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）助成金につ

いては、ちょっと今手持ち資料がないので、後で。 

 バスツアーのルートにつきましては、中央駅か

ら遊湯館、甲冑工房丸武、とれたて市場、せんだ

い宇宙館、中央駅というようなバスツアーを計画、

そのルートを企画、２回実施しております。 

○委員（森永靖子）港に行って魚を食べたんで

すか。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）はい。とれ

たて市場で昼食をしていると。 

○委員（山元 剛）１０７ページの一番最初の

予算と決算、結構開き、まだ未執行の分があると

思うんですけど、そこをちょっと説明してもらっ

ていいですか。予算額と決算額、未執行の分があ

ると思うんですけど、結構まだ、４目ぐらいなの

かな。逆に言うと、その他では予算を上回ったり、

この辺の説明をちょっと教えてください。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）不用額とし

て大きかったのが現年公共災害復旧事業の工事請

負費が６,９５１万円と過年公共災害の工事請負

費が４,５９０万というのが、ちょっと待ってく

ださい。 

○農林水産部長（中島弘喜）私のほうから、

大きな概要ということで、大きな金額の未執行に

見えますけれども、公共災害等々の工事請負費の

執行残が結構出ております。それから、翌年度繰

越分、工事請負費関係、その他の事業については

大体予算額の当然中でございますけれども、大き

な不用という、未執行という状況ではないという

ふうに御理解いただければと思います。 

○委員（山元 剛）まずは、災害とか、その辺

の見込みが恐らく、もし今後あれば、またこの分

で執行していくんでしょうけど、その分をこんだ

け見ているという、まだ残っているという考えで

いいんですか。 

○農林水産部長（中島弘喜）おおむねの金額

はそういったところというふうに考えておるとこ

ろです。 

○委員（山元 剛）この時期で、おおむね約ま

だ４億、それをどう見るかということなんでしょ

うけど、それは今部長が答弁した感じで受け取れ

ばいいわけですね。 

○農林水産部長（中島弘喜）繰越事業につき

ましては、鋭意実施しているところでございます

ので、予算執行の適正な執行に努めてまいります。 

○委員（石野田 浩）松くい虫の防除につい

てちょっとお尋ねしたいんですけど、毎年予算を

組んで、毎年駆除もされているんです。地域を違

いでしているのかもしれんけど、もっと抜本的な

何か駆除の方法は考えられないんですか。同じこ

とやって、これで植栽をして、少し大きくなった

ら、またやられてということなんだけども、何か

その辺は研究されていないんですか。 

○林務担当課長（図師朋弘）抜本的な方法と

いいますと、やはり空中散布というのが一番効く

とは思うんですけども、唐浜地区というのはシラ

スの産業とか、ラッキョウとかありますので、薬

剤の害というドリフトの問題がありますので、な

かなか大規模な空散というのはできないというの

が実情です。 

 それで、今被害が出た松については、その都度

対処していくという方法が一番今ベストな対処策

ということでさせていただいております。やらな

いと、唐浜地区、久見崎地域、もっと真っ赤にな

っていきます。引き続き、カラマツの対応はさせ

ていただきたいと思います。それじゃないと、な

かなか被害は収まっていかないと思いますので、

今後もこのような対応をさせていただきたいと思

っております。 
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○委員（石野田 浩）私は、経費がかかるか

らやるなということではないんです。やらなきゃ

いけないんです。だけど、さっき言われたように、

シラスだとか、あるいはラッキョウだとか、いろ

いろ被害が考えられるんでなかなかうまくいかな

いということを説明されたいんだと思うんだけど

も、そこを何とか打開策を考えていかないと、い

つまでたったって同じじゃないかと思う。 

 だから、例えば、極端に言えば、ラッキョウを

２年なら２年休耕にして、その間に徹底して駆除

をするとか、その代わり、その補償はしなきゃい

けないです。だから、そういうふうにして抜本的

な改革案を研究していかないと、いつまでたった

って予算の垂れ流しみたいになるんです。生き残

っていないんだから、最終的に。どこか大きくな

って、松の木がこれはすばらしいとなっている松

の木はありますか、ないと思いますよ。 

○農林水産部長（中島弘喜）ただいま御質問

ありました松くい虫の抜本的な対策、以前からそ

ういった御提案を頂いているかと思います。私ど

もとしても、今おっしゃいましたように、松林の

そばにラッキョウ畑がございますので、そこを休

耕するということも一つの方法かもしれませんけ

れど、その後の対応がどうなるのかも含めて、少

し慎重に検討をする必要があるというふうに考え

ておりますので、引き続き、今御提案の内容につ

いては検討をさせていただきたいと思います。 

○委員（石野田 浩）ぜひもっと専門家だと

か、あるいは国有林ですから、あそこは。そうい

う人たちの話だとか、全部で話をしてやっていか

ないと、薩摩川内市の市だけでできる問題じゃな

いと思っているんですよ。 

 だから、そうしないと、本当に桜島も一回全滅

されて、松の木が全然なくなったこともあるんで

すよ。そういうのもあるんで、もうちょっと本当

に積極的に何か打開策を検討していただきたいな

と思います。 

○委員長（宮里兼実）よろしいですか。ほか

にありませんか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

○農林水産部長（中島弘喜）委員長、すみま

せん。先ほど山元委員からの御質問に、数字を整

理しまして、改めて御説明をさせていただくとい

うこととさせていただきたいんですが、よろしい

でしょうか。 

○委員長（宮里兼実）山元委員、よろしいで

すか。 

［発言する者あり］ 

○委員長（宮里兼実）以上で、耕地林務水産

課の審査を終わります。 

────────────── 

△農業政策課の追加審査 

○委員長（宮里兼実）次に、先ほどの農業政

策課よりの回答を保留していた件について説明を

求めます。 

○ 農 業 政 策 課 長 （ 森  隆 ） 附 属 書 の

１０１ページ、成川委員から御質問がありました

食育・地産地消事業費の当初予算額は幾らであっ

たかということで調べた結果を報告いたします。 

 当初予算額３４万７ ,０００円、執行率は

７０％でございます。執行率の理由ですが、当初

計画いたしておりました記載のある学校給食、食

育アンケート、料理教室の開催等への支援、それ

と推進協議会等の開催ということで、これらを当

初計画で上げた結果が３４万７,０００円という

中で、約１０万円の減額という形になっておりま

すが、ここにつきましてはゴーヤの単価安、それ

からアンケート調査の回収率が低かったことでの

料金後納等の減額等々の理由でございます。 

────────────── 

△経済政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）次に、経済政策課の審

査を行います。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

それでは、決算附属書の１１３ページをお願いい

たします。 

 １１３ページです。令和４年度決算額は、上段

に記載のとおり２５億９,３５６万９,８６１円で

あります。 

 決算の概要でございます。 

 まず、１、商工業政策の総括調整は、部内の職

員人件費であります。 

 ２、地域経済の活性化は、（１）の商店街活性

化に関することでは、空き店舗対策や商店街等の
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にぎわい創出を図りました。（２）については、

中小企業の雇用安定、人材確保に対する支援を行

いました。（３）は、新型コロナウイルス感染症

に対するものであり、消費喚起の取組を支援し、

地域経済の下支えを行いました。 

 下段の３、中小企業の振興では、商工団体及び

中 小 企 業 の 支 援 を 行 い 、 主 な も の で は 、

１１４ページ上段、（１）の商工会議所並びに商

工会及び企業連携協議会に対し、各種指導、運営

の補助金を交付したほか、（２）に記載のとおり、

中小企業の経営安定及び新たな事業展開の支援の

ため、各種補助を行いました。（３）では、新型

コロナウイルス感染症に対応するものであり、事

業者への事業継続の支援を行ったものです。 

 １１４ページ下段の４、地域公共交通では、

（１）鉄道利用促進事業において、肥薩おれんじ

鉄道の経営基盤の強化や利用促進に向けた取組に

対し、鹿児島県及び沿線市において支援を行いま

した。 

 また、１１５ページからは、（２）コミュニテ

ィ交通利用促進事業において、地域の特性や実情

に応じた生活交通ネットワークを確保維持するた

めに、市内全域に８路線４エリアのコミュニティ

バス及びデマンド交通の運行を行いました。 

 また、令和３年４月に甑島地域コミュニティ交

通を補完するものとして運行を開始しました。青

瀬地区コミュニティ協議会によります自家用有償

旅客運送事業、青瀬あいのり交通の支援を継続し、

上甑地区コミュニティ協議会によります上甑ほの

ぼの交通運行への支援を行いました。 

 （３）甑島航路利用促進事業では、有人国境離

島法に基づき、甑島住民の方々等を対象に、フェ

リー、高速船の運賃低廉化を継続し、航路運航の

安定化に資する支援を行いました。 

 １１６ページの（４）は、新型コロナウイルス

感染症に対応するもので、路線バス事業者に対す

る運行継続の支援を行ったものです。 

 次に、中段からは経済シティセールス部所管施

設の管理運営に関することであります。 

 ５、国際交流施設等では、国際交流センターや

産業振興センターの管理運営を、６、勤労者福祉

施設では、東郷共同福祉施設等の管理運営を行い

ました。 

 １１６ページ下段から１１８ページ中段まで、

７、商工観光施設では、商工施設及び交通施設、

観光施設、観光船の管理運営、次世代エネルギー

施設の維持管理、川内駅コンベンションセンター

（ＳＳプラザせんだい）の管理運営を行いました。 

 １１８ページ中段の８、文化施設では、川内文

化ホールの解体工事が完了し、川内歴史資料館及

び川内まごころ文学館の管理運営を、１１８ペー

ジ下段からの９、スポーツ施設では、１１９ペー

ジにかけて総合運動公園内施設ほか各地域のス

ポーツ施設の管理運営を行いました。 

 同じく１１９ページ下段の１０、公用・公共施

設災害復旧では、とうごう五色親水公園遊歩道の

災害復旧を行いました。 

○経済政策課長（高山和人）それでは、経済

政策課に係る令和４年度歳入歳出決算について御

説明いたします。 

 まず、歳出です。 

 決算書の１０６ページをお願いします。 

 ２款１項８目国際交流費、事項、国際交流施設

等管理費の主なものは、国際交流センター及び産

業振興センター指定管理料です。 

 次に、１５６ページです。 

 ５款１項１目労働諸費、２番目の丸印、事項、

勤労者福祉施設管理費の主なものは、東郷共同福

祉施設指定管理料、備品購入費として消火器を

１３本購入したものです。 

 次に、１７０ページです。 

 ７款１項１目商工総務費、事項、商工総務費は、

職員給与費として経済シティセールス部の職員

７０人分の給与等に係るものです。 

 次の事項、商工政策企画総務費は、会計年度任

用職員６人分の日額報酬等でございます。 

 同じく１７０ページです。７款１項２目商工振

興費、２番目の丸印の事項、コミュニティバス等

利用促進事業費の主なものは、甑島地域コミュニ

ティ交通や各地域で運行しているデマンド交通事

業などの委託料のほか、地域公共交通活性化協議

会への負担金、広域的・幹線的なバス路線の確保

維持のため、民間バス会社へ国・県・市が協調補

助を行う地域間幹線系統確保維持費補助金、また

甑島地域自家用有償旅客運送事業の補助金などで

ございます。 

 次に、事項、甑島航路利用促進事業費の主なも

のは、住民の航路運賃低廉化を支援する鹿児島県
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特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化協

議会負担金及び甑島航路フェリー代船事業補助金

などです。 

 次に、１７２ページです。 

 事項、鉄道利用促進事業費の主なものは、肥薩

おれんじ鉄道経営安定化支援事業補助金です。 

 次の事項、地域経済事業費の本課分は、ひまわ

り友あい館行政事務専門員の人件費、中心市街地

活性化推進事業業務委託などです。また、新型コ

ロナウイルス感染症関連地域の商いパワーアップ

事業補助金などです。 

 次の事項、中小企業振興費の主なものは負担金

で、鹿児島県中小企業団体中央会負担金などで、

補助金では新型コロナウイルス感染症関連事業回

復支援金などでございます。 

 次に、１７４ページです。 

 中ほどの事項、商工観光施設管理費の主なもの

は、川内駅コンベンションセンター指定管理料の

外３７件の指定管理料、祁答院生態系保存資料施

設受電室改修工事、備品購入費として駅市の空調

設備など、負担金として川内駅西口・東口駅前広

場管理負担金など、補助金としましては川内駅東

口市有地等利活用事業補助金、また川内駅コンベ

ンションセンター活用促進基金積立金などです。 

 次に、２１０ページから引き続き、２１２ペー

ジまでです。 

 １０款５項２目文化振興費、２１２ページの下

から２番目の事項、文化ホール管理費の主なもの

は、入来文化ホールの指定管理料、川内文化ホー

ル解体工事ほか、備品購入費として、入来文化

ホール音響設備機器などを購入しました。 

 次の事項、歴史資料館管理費の本課分の主なも

のは、川内歴史資料館等指定管理料、備品購入費

として、消火器１３本の購入でございます。 

 次に、２１４ページです。 

 中ほどの事項、川内まごころ文学館管理費の本

課分の主なものは、川内まごころ文学館指定管理

料、備品購入費としてＡＥＤを１台購入しており

ます。 

 次に、２２２ページです。 

 １０款６行２目体育施設費、最初の事項、総合

運動公園管理費の本課分の主なものは、総合運動

公園の有料公園施設指定管理料のほか、総合体育

館メインアリーナ外壁改修工事、備品購入費とし

て卓球台５台外を購入、総合運動公園施設維持補

修基金積立金などでございます。 

 次の事項、スポーツ施設管理費の主なものは、

会計年度任用職員の人件費、樋脇グラウンド・ゴ

ルフ場指定管理料外１９件の指定管理料、冷水体

育館トイレ洋式化工事外、備品購入費としてＡＥ

Ｄ１１台ほかの購入、負担金として、鹿児島県体

育施設協会分担金でございます。 

 次に、２２６ページです。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費、

事項、現年公用・公共施設災害復旧事業費の本課

分は、とうごう五色親水公園遊歩道災害復旧工事

です。 

 次に、別冊の議会資料、５０万円以上の節間流

用一覧を御覧ください。 

 本課分は、３ページの８番から９番の２件です。

８番は、入来文化ホールの空調設備の故障を修繕

する必要が生じたため、記載のとおり１３０万円

を流用し執行したものです。 

 ９番は、総合運動公園の有料公園施設において、

施設の設備の老朽化のため、指定管理料のうち、

修繕料に不足が生じたため、記載のとおり６２万

５,０００円を流用し執行したものです。 

 歳出は以上になります。 

 次に、歳入です。 

 まず、本課分の収入未済額はございません。 

 それでは、決算書の２４ページをお願いします。 

 １５款１項１目総務使用料の備考欄の中ほどの

本課分の主なものは、国際交流施設等使用料です。 

 次に、２６ページからです。 

 １５款１項５目商工使用料は、きやんせふるさ

と館使用料、観光船かのこ、川内駅コンベンショ

ンセンター施設等の使用料でございます。 

 次に、３０ページです。 

 １５款１項７目教育使用料４節社会教育使用料

の主なものは、入来文化ホール使用料です。 

 次に、３２ページです。 

 ５節保健体育使用料、主なものは、スポーツ交

流センター使用料、樋脇総合プール施設使用料、

総合運動公園使用料、総合体育館使用料でござい

ます。 

 次に、３６ページです。 

 １５款２項５目商工手数料は、工事施工証明手

数料、保管場所使用承諾証明手数料でございます。 
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 次に、５４ページです。 

 １７款２項５目商工費補助金の本課分の主なも

のは、地方公共交通特別対策事業補助金は、甑島

地域コミュニティ交通の運行経費に対する県補助

金、続きまして鹿児島県地域消費喚起プレミアム

商品券支援事業費補助金は、商品券発行に対する

県補助金でございます。 

 次に、５８ページです。 

 １７款２項５目商工費委託金、権限移譲事務委

託金は、計量法に基づく商品量目調査に関する県

委託金です。 

 次に、６０ページです。 

 １８款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付

収入は、下段の本課分の主なものは、所管施設の

貸付料などです。 

 次に、６２ページからです。 

 １８款１項２目利子及び配当金１節利子及び配

当金の本課分の主なものは、６４ページの総合運

動公園施設維持補修基金利子収入です。 

 同じく６４ページの１８款２項１目不動産売払

収入１節土地建物売払収入は、旧スマートハウス

を売却したものでございます。 

 次に、７０ページからです。 

 ２２款５項４目雑入、７８ページの本課分の主

なものは、文化ホール解体事業負担金、市営駐車

場施設納付金、充電インフラ普及プロジェクト維

持権利金、電気自動車の普及に資する活動に係る

収入、太陽光発電売電収入でございます。 

 歳入は以上になります。 

 次に、財産について説明いたします。 

 決算書は３５９ページです。 

 本課分の有価証券につきましては、下の４区分、

九州商船株式会社、九州海運株式会社、甑島商船

株式会社、こしき海洋深層水株式会社の４件で、

令和４年度中の増減はありませんでした。 

 次に、３６０ページです。 

 出資による権利につきましては、中ほどの県信

用保証協会出捐金、一番下の肥薩おれんじ鉄道株

式会社に関しても、令和４年度中の増減はありま

せんでした。 

 次に、３６３ページです。 

 基金につきましては、本課分は中ほどの川内駅

コンベンションセンター活用促進基金、下の薩摩

川内市総合運動公園施設維持補修基金となってお

ります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）附属書の１１５ページ、

コミュニティ交通運行事業の実績についてちょっ

と、２億幾らかの補助がされているというのは聞

いていた、ずっと感じてきたんですが、今この実

績を見ると、運行をするのに対する補助が２億

１,３００万ということでいいわけですか。 

○経済政策課長（高山和人）決算額につきま

しては、バス会社等への委託契約に基づく委託金

でございます。 

○委員（成川幸太郎）このコミュニティ交通

運行事業に係るトータルの経費というのはどれぐ

らいか、この補助率はどの程度になっているのか

分かるんですか。 

○経済政策課長（高山和人）補助率といいま

すか、それぞれのコースごとに経費等を積算いた

しまして、それに基づき、各コースごとに運行会

社と契約をしているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）そこが利用料金と決算

額との兼ね合いというのはどうなるのかなと思っ

て、今ちょっと、あれ、どっちやったかなと思っ

て錯覚したんですが、例えば川内地域の一番上の

く る く る バ ス 、 西 回 り 、 東 回 り で ７ 万

８,４９９人が利用、これ１５０円だとすると、

１,０７７万５,０００円ぐらいになるんです。

７５％ぐらい、３分の２ぐらい、６７％ぐらいが

補助になるのかなという算定ができるんだけど、

大体全体的にはそんな感じになっているんでしょ

うか。 

○経済政策課長（高山和人）ただいま委員の

おっしゃいましたくるくるバスですが、これに関

しては運行経費として約３,１００万程度、その

うち１ ,０００万程度が運賃収入、残りの

２,０００万程度の委託という形になります。総

体的には、運行経費といたしましては２億

５ ,０００万程度、それから運賃収入が約

３,０００万円弱、残りの２億１,０００万円程度

が委託料という形になっております。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま



- 19 - 

す。 

 以上で、経済政策課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。再開は、おおむね１３時

といたします。 

        ～～～～～～～～～～     

        午前１１時５１分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５６分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）それでは、休憩前に引

き続き、会議を再開いたします。 

────────────── 

△産業戦略課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、産業戦略課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

それでは、決算附属書の１２０ページをお願いを

いたします。 

 令和４年度の決算額は、上段に記載のとおり、

４億４,６２２万５,２８０円であります。 

 決算の概要です。 

 まず、１、国際交流におきましては、（１）国

際交流招致事業では、国際交流員の招致を計画し

ておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により、令和４年度においても来日に至りませ

んでした。（２）中国常熟市の友好都市交流事業

では、こちらも新型コロナウイルス感染症の影響

で交流団の派遣ができなくなったことによりまし

て、オンラインによります薩摩川内はんやの慰労

を行うなど、文化交流を実施しました。（３）韓

国昌寧郡の友好都市交流事業では、友好都市締結

１０周年の記念式典や祝賀会を開催し、さらなる

友好関係の構築に努めました。（４）国際交流事

業では、市国際交流協会における市民向けの外国

語講座や異文化体験講座を支援するなど、市民参

加による国際交流活動の推進を図りました。 

 次に、１２１ページの２、川内港振興におきま

しては、（１）川内港振興事業のア、ポートセー

ルス活動では、ポートセミナーをＳＳプラザせん

だいにおいて３年ぶりに開催、１６２人が参加し

ました。また、県内１３１の企業に対しポート

セールスを実施しました。これらの習慣の取組等

によりまして、コンテナ貨物取扱料については

５年連続で２万ＴＥＵを超え、順調に推移してお

ります。 

 次に、イ、川内港の機能充実では、令和３年

４月に、川内港唐浜地区国際物流ターナル整備事

業の国直轄事業化が決定され、１１月には高麗海

運による新たな韓国定期コンテナ航路が開設、令

和４年１０月には、川内港地域活性化協議会が開

催したところであります。また、ウ、広域輸出促

進協議会では、阿久根市、日置市と連携し、薩摩

國広域輸出促進協議会の活動として、薩摩國クリ

スマスフェアＩＮ台湾を開催するなど、広域によ

る輸出促進に取り組みました。 

 次に、下段の３、企業立地におきましては、

（１）創業・新産業創出事業では、竹を活用した

産業振興を図るため、竹バイオマス産業都市協議

会の運営や、１２２ページ、竹材供給体制の構築

を図りました。また、創業支援事業補助金及び甑

島地域創業支援事業補助金の交付などにより、創

業支援に取り組みました。 

 中段の（２）企業誘致事業では、企業訪問やウ

ェブサイトの活用により、本市の企業立地優遇策

や入来工業団地等の立地候補地の周知を図りまし

た。また、川内港組崎みらいゾーン産業立地ビジ

ョンに基づき、循環、経済、産業都市構想推進事

業の取組を進めたところであります。 

 １２３ページ、これらの活動により、令和４年

度は、２件の立地協定、株式会社京セラの増設、

京セラコミュニケーションシステム株式会社の増

設を締結し、誘致企業の創業により７件の企業立

地支援補助金の交付を行いました。 

 （３）企業版ふるさと納税につきましては、

３社から１,０１０万円の寄附金を受け入れまし

た。 

 次に、中段の４、次世代エネルギーの利活用推

進におきましては、（１）次世代エネルギー理解

促進事業では、ウェブサイト等を活用するととも

に、市内エネルギー施設への視察対応や出前授業

を行い、普及啓発を図りました。（２）次世代エ

ネルギー導入実証事業では、甑島蓄電池導入共同

実証事業や小鷹井堰らせん水車ＰＲ事業を行いま

した。 

 また、１２４ページに記載のとおり、（３）次

世代エネルギー都市基盤整備事業では、地球にや
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さしい環境整備事業で設備導入経費の一部補助を

行いました。スマートタウン構想推進事業では、

民間事業者により、スマートモデル街区にＺＥＨ

等の整備を進め、また、ＳＳプラザせんだいに導

入した次世代エネルギー設備により、施設の低炭

素化設備や施設の見学を通じた次世代エネルギー

の情報発信を行いました。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○産業戦略課長（山元一将）まず、歳出につ

いてでございます。 

 決算書の１０６ページをお開きください。 

 ２款１項８目国際交流費の当課分の支出済額は

１,０９２万２,４２３円であります。 

 備考欄を御覧ください。 

 当課分国際交流事業費であり、支出の主なもの

は韓国昌寧郡との友好都市締結１０周年記念昌寧

郡公式団受入業務委託、国際交流協会補助金など

でございます。 

 ８目国際交流費の当課分の扶養額について御説

明いたします。 

 まず、１２節委託料の当課分の不用額４１３万

５,９５９円については、新型コロナウイルス感

染症の影響により、中国常熟市への交流団派遣の

実施ができなくなったことなどによるものです。 

 次に、１節報酬の当課分の不用額８４万円、

４節共済費の当課分の不用額８万４,０００円及

び８節旅費の当課分の不用額５６万８２０円につ

いては、これも新型コロナウイルス感染症の影響

により、国際交流員が来日できなかったことによ

り未執行となったものです。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金の当課分の

不用額は１３０万５,０００円で、国際交流協会

補助金において精算により市に返納された７１万

円、国際交流員が新型コロナウイルス感染症の影

響により来日できなかったため、当該事業に関わ

る負担金５９万５,０００円が未執行となったも

のでございます。 

 次に、１７０ページをお開きください。 

 ７款１項２目商工振興費についてでございます。

当課分支出済額は４億３,５３０万２,８５７円で

あります。 

 備考欄を御覧ください。当課分においては、ま

ず、ページ中ほどにございます川内港振興事業費

として、川内港利活用推進員１名の報酬、薩摩國

広域輸出促進協議会負担金、薩摩川内市貿易振興

協会補助金などを支出しております。 

 １７２ページをお開きください。 

 当課分、ページ下段にございます、企業立地事

業費でございます。循環経済産業都市構想推進事

業支援業務委託、企業立地支援補助金などを支出

しております。 

 同じく１７２ページ、当課分は、次世代エネル

ギー利活用推進費であり、主な支出は、行政事務

嘱託員１名の報酬、次世代エネルギーフェア開催

及び情報発信業務委託、甑島蓄電池導入共同事業

に係る負担金、地球にやさしい環境整備事業補助

金、次世代エネルギー推進基金積立金などであり

ます。 

 ２目商工振興費の当課分の主な不用額について

でございます。 

 ８ 節 旅 費 の 当 課 分 の 扶 養 額 は ８ １ 万

２,７６０円で、コロナ感染症の影響により、出

張旅費の執行残となっております。 

 １８節負担金補助及び交付金の当課分の扶養額

は５,２９７万９４３円で、主なものは、薩摩川

内市竹材供給推進補助金、薩摩川内市企業立地支

援補助金、地球にやさしい環境整備事業補助金、

甑島地域特定経営基盤維持事業補助金の実績によ

る執行残、それから、一部、創業支援補助金の取

下げなどによるものでございます。 

 以上が、歳出に関する主な内容でございます。 

 次に、歳入でございます。 

 当課につきましては、収入未済はございません

でした。 

 決算書の６２ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節土地建物貸付収入における

当課分は、入来工業団地に立地する企業からの土

地貸付収入でございます。 

 次に、６４ページでございます。 

 １８款１項２目１節利子及び配当金における当

課分は、次世代エネルギー推進基金利子収入であ

ります。 

 ６６ページをお開きください。 

 １９款１項１目１節総務費寄附金における当課

分は、企業版ふるさと納税の寄附金でございます。 

 １９款１項６目１節商工費寄附金における当課

分は、次世代エネルギー推進費の寄附金でありま
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す。 

 次に、６８ページをお開きください。 

 ２０款１項６５目１節次世代エネルギー推進基

金繰入金は当課分であり、地球にやさしい環境整

備事業に繰り入れたものでございます。 

 次に、８０ページでございます。 

 ２２款５項４目１節雑入における当課分は、甑

島蓄電池導入共同実証事業による太陽光発電売電

収入などでございます。 

 以上が、歳入に関する内容でございます。 

 最後に、財産に関する調書についてでございま

す。 

 財産に関する調書のうち、当課分は３６３ペー

ジに記載しております次世代エネルギー推進基金

でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）次世代エネルギーの活

用推進のところで、小鷹井堰のらせん水車がこれ

までもいろんな形で視察やらあって使われている

ということで、ここにも、今でも臥龍梅の里清流

館の消費電力を賄っているのかなというのと、教

育観光の場として、あるいは、視察もあるという

ようなことを言われていましたけど、どの程度の

実績があったのか、ちょっと観光とか教育とか分

かっていれば教えてください。 

○産業戦略課長（山元一将）ありがとうござ

います。小鷹の水車に関しましては、委員からの

御質問どおり、清流館のほうで電気を一部、らせ

ん水車からの電気を供給されているということに

なっております。 

 いろんな教育的な視察の受入状況になりますけ

れども、平成２６年度からのちょっと実績になり

ますけれども、件数でいきますと８０件ございま

す。年に数件ずつ受け入れておりまして、人数と

しては、トータルで１,１１９人の方をこれまで

視察対応という形で受け入れさせていただいてい

るところでございます。 

○委員（成川幸太郎）平成２６年からそうな

んでしょうけど、令和４年度ではあったんですか、

なかったんですか。 

○産業戦略課長（山元一将）令和４年度が件

数で６件、人数で６８人という実績でございます。 

○委員（成川幸太郎）事業としてやられてい

るわけですから、また、こういった目的に沿った

活用がなされるようにアピールもお願いしたいと

思います。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、産業戦略課の審査を終わります。 

────────────── 

△観光物産課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、観光物産課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、対策監の説明を求

めます。 

○観光文化スポーツ対策監（花木 隆）観光

物産課の令和４年度決算概要について説明申し上

げます。 

 決算附属書の１２５ページをお開きください。 

 決算額は８億３,９４１万２,０２９円でありま

す。 

 次に、主な施策の概要を説明いたします。 

 １、ふるさと納税に関することでは、ふるさと

納税寄附受付サイトにグルスグリを追加するなど、

寄附額の増に取り組みました。しかしながら、人

気商品であった冷凍焼き芋や養殖マグロが病気や

赤潮で商品調達が不調となり、対前年度比で件数

が２４.９％の減、寄附額が１１.６％の減となり

ました。 

 ２、川内駅コンベンションセンター管理事業に

関することでは、ＳＳプラザせんだいにぎわい創

出事業において補助申請がなかったことから、決

算額ゼロ円となりました。 

 ３、地域経済事業に関することでは、（１）新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う営業時

間短縮要請協力金負担金と、（２）飲食店等感染

防止対策認証制度事業促進奨励金を２０７店舗に

支払いました。 

 ４、シティセールスマネジメント事業に関する

ことでは、継続的に今後の観光施策の参考とする

ための統計業務を実施しており、その概略を掲載

しているところであります。 

 次に、１２６ページをお開きください。 

 ５、シティセールスプロモーション事業に関す
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ることでは、ホームページ「こころ観光物産ガイ

ド」の運営やパンフレット作成をはじめ、テレビ

番組作成やプロモーション動画制作等を実施しま

した。また、薩摩川内大使として、Ｄｒ.コトー

診療所の作者である山田貴敏氏と主人公である五

島健助氏、スポーツ大使として、元バレーボール

男子日本代表チームマネージャーである井上義浩

氏が加わり、観光親善大使として任期満了に伴い、

一般公募８名の中から古屋陽子氏、有馬奈々氏の

２名を選出しました。 

 次に、１２７ページをお開きください。 

 （２）シティセールスサポーター事業では、シ

ティセールスサポーターによる情報発信や、市外

店舗でありながら本市のＰＲに協力していただく

ふるさと応援店の推進を図りました。 

 ６、物産販売事業に関することでは、（１）販

路拡大の取組として、百貨店などで催事において

地域産品のＰＲ販売を新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に配慮しながら開催し、あわせて、ウ

ェブ物産店等を通して販路拡大を行いました。特

に、令和４年度に２回実施したウェブ物産店売上

額は１億３,４６７万円で、対前年度比７９％の

増となっております。 

 次に、１２８ページをお開きください。 

 （２）ご当地グルメでは、ちんこ団子やホルモ

ン定食の提供店舗が販売実績を大きく伸ばしまし

た。（４）キャッシュレス決済による消費喚起事

業では、市内飲食店の利用促進を図るため、消費

者還元キャンペーンを２回実施しました。 

 次に、１２９ページをお開きください。 

 ７、旅行誘客事業に関することでは、新型コロ

ナウイルス感染症感染拡大の影響が続く中、観光

入込客数は、前年度、僅かではありますが上回り

ました。また、旅行エージェントに対し旅行商品

造成支援事業を実施し、ツアー数２７８件、

２,００１人のツアー参加がありました。 

 （３）ツーリズム事業では、甑島ツーリズム推

進事業において、第２次甑島ツーリズムビジョン

に基づき、地域振興部会、観光振興部会の２部会

で公認ガイド育成、カノコユリ栽培や機関誌の発

行などを行いました。また、グリーンツーリズム

事業では、農業体験学習による受入れを計画しま

したが、全て中止となりました。一方で、新たな

農業体験事業、さつま川内農園を実施し、

１０４名の参加がありました。 

 （４）観光イベント事業では、きゃんぱく事業

やイベント等を、新型コロナウイルス感染症対策

を行いながら実施しました。 

 次に、１３０ページをお開きください。 

 （５）観光地域づくり支援事業では、本市のサ

イクルツーリズムを推進するため、４か所にサイ

クルステーションを設置しました。 

 ８、観光物産施設事業に関することでは、カノ

コユリ自生地等の保護・管理を目的として山焼き

を実施しました。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○観光物産課長（田中道治）まず、歳出につ

いてです。 

 決算書の１０２ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費の本課分は、決算書の

１０４ページになります、併せてお開きください。 

 備考欄の上から四つ目の丸印、事項、ふるさと

納税ＰＲ促進事業費でございます。主なものは、

ふるさと納税運営業務委託ほか１１件などでござ

います。 

 次に、備考欄の下から二つ目の丸印、事項、川

内駅コンベンションセンターの管理費でございま

す。川内駅コンベンションセンターを活用したに

ぎわい創出補助金を２００万円予算措置しており

ましたけれども、補助申請がなかったため、ゼロ

円の決算となっております。 

 続きまして、企画費の節の大きな不用額につき

まして御説明いたします。 

 まず、１２節の委託料です。５ ,８５１万

２５８円でございまして、主なものは、ふるさと

納税ＰＲ促進事業費の実績による執行残です。内

容としましては、寄附額が伸びなかったことによ

り、返礼品代とか送料の関係の費用が執行残とし

て残ったものでございます。 

 次に、金額の執行が全くなかったもの、そちら

につきましては、１８節の負担金補助及び交付金

の２００万円でございまして、先ほど御説明いた

しました川内コンベンションセンターのにぎわい

補助金の申請がなかったことによる執行残となっ

ております。 

 次に、１７０ページをお開きください。 

 ７ 款 １ 項 ２ 目 商 工 振 興 費 の 本 課 分 は 、
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１７２ページに掲載してございます。１７２ペー

ジをお開きください。 

 備考欄の上から二つ目の丸印、地域経済事業費

です。同事業費の本課分は、上から二つ目の米印

でございまして、主なものは営業時間短縮要請協

力金負担金、それから飲食店等感染防止対策認証

制度事業促進奨励金などでございます。 

 商工振興費の大きな不用額につきましては、

１８節負担金補助及び交付金のうち、本課分が

２０４万円でございまして、内容としましては、

飲食店等感染防止対策認証制度事業促進奨励金の

執行残となっております。 

 次に、１７４ページをお開きください。 

 ７款１項３目観光費でございます。事業内容は、

備考欄の上から一つ目の丸印、事項、シティセー

ルス企画総務費の主なものでございます。内容と

しましては、かわまちづくり観光振興部会負担金

ほか８件などでございます。 

 次に、上から二つ目の丸印、事項、シティセー

ルスプロモーション事業費の主なものは、プロ

モーション動画作成作業業務委託ほか１２件など

でございます。 

 次に、上から三つ目の丸印、事項、物産販売事

業費の主なものでございますが、販路拡大推進事

業業務委託ほか７件などでございます。 

 続きまして、上から四つ目の丸印、事項、旅行

誘客事業費ですが、内容は１７６ページになりま

す。１７６ページをお開きください。 

 主なものは、個人旅行型甑島旅行商品造成事業

業務委託ほか６件、それからサイクルスタンド設

置工事、それから鹿児島県教育旅行受入対策協議

会負担金、それから川内大綱引補助金ほか１６件

などでございます。 

 続きまして、観光物産施設事業費につきまして

は、カノコユリ保全事業防火線伐採業務に係る会

計年度任用職員への報酬をお示ししております。 

 続きまして、観光費の大きな不用額につきまし

て御説明いたします。 

 まず、１１節でございます。役務費の１、本課

分が９,１９９万１,１９０円でございまして、物

産販売事業費のキャッシュレス決済による消費喚

起事業による手数料の執行残となっております。

内容としましては、１２月から１月にかけまして

キャッシュレス決済を行いましたけれども、生産

が３月にずれ込んだことから補正に間に合わず、

多額の執行残となったところでございます。 

 次に、１２節でございます。委託料の大きな不

用額ですけれども、本課分が １ ,８１９万

７,７６５円でございまして、物産販売事業費の

印紙を活用した経済対策のウェブ物産の関係の執

行残となっております。 

 最後に、１８節です。負担金及び交付金のうち、

本課分の不用額が７８１万１,６７４円で、主な

内容ですけれども、観光イベント事業補助金の執

行残によるものでございます。内容としましては、

新型コロナウイルスの感染の拡大のため、イベン

トが中止となったことによる執行残となっており

ます。 

 続きまして、別冊の議会資料の５０万円以上の

節間流用一覧を御覧ください。 

 本課分は３ページの番号が１０番になります。

流用の理由ですけれども、当初予算で持ち運びが

できるサイクルスタンドの購入を想定しておりま

したけれども、安全対策や盗難等を考慮いたしま

して、設置工事に移し替えて、そのため需用費か

ら工事請負費に流用したものでございます。 

 以上が、歳出に関する主な内容でございます。 

 続きまして、歳入につきまして御説明いたしま

す。 

 まず、本課分の収入未済はございません。 

 決算書におきましては、決算書の５４ページを

お開きください。 

 １７款２項５目商工費補助金２節観光費補助金

の地域振興推進事業補助金につきましては、修学

旅行誘致奨励金事業、それから、日本陸連公認登

録記念事業として開催されました甑マラソン大会

に係る県からの補助金でございます。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節の土地建物貸付収入でござ

います。内容は６２ページになります。６２ペー

ジをお開きください。 

 備考欄の上から二つ目の米印の借家料でござい

ます。内容といたしましては、川内大綱引保存会

への借家料でございます。 

 次に、同じく６２ページですけれども、１８款

１項２目１節の利子及び配当金でございます。内

容は６４ページに掲載してございますので、

６４ページを御覧ください。 
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 備考欄の下から六つ目の米印、観光振興基金利

子収入をお示ししております。 

 次に、６６ページをお開きください。 

 １９款１項１目１節の総務費寄附金の本課分は、

備考欄の下から一つ目の米印でございまして、ふ

るさと納税の寄附金をお示ししているところでご

ざいます。 

 続きまして、財産に関する調書につきまして御

説明いたします。 

 決算書の３５８ページをお開きください。 

 （５）の無体財産権でございます。昨年度と変

動はございません。 

 それから、次に、３５９ページをお開きくださ

い。 

 （６）の有価証券でございます。本課分は、上

から４番目の株式会社遊湯館でございまして、昨

年度と変動はございません。 

 次に、３０６ページをお開きください。 

 （７）の出資による権利でございます。本課分

は、下から２番目、株式会社薩摩川内市観光物産

協会出資金でございまして、昨年度と変動はござ

いません。 

 次に、３６３ページをお開きください。 

 ４の基金でございます。特定基金のうち、本課

分は下から７番目の観光振興基金でございまして、

利子相当分が増となっております。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）物産販売事業でウェブ

販売が相当伸びたということなんです。それ、い

い こ と で 、 物 産 販 売 事 業 と い っ て 約 ２ 億

９,０００万円、決算が行われています。トータ

ルでこの実績、ウェブ物産店やら、いろんなのを

合計して幾らの販売実績、売上額になったのかと、

これに対する評価をどのように捉えていらっしゃ

るか教えていただきます。 

○観光物産課長（田中道治）金額につきまし

ては、ちょっと今、手持ちに持っておりませんの

で、あともって回答させていただきます。 

 それから、評価についてですけれども、観光物

産課の所管としましては、誘客と物産の両方の二

つのポイントで事業を実施しております。その辺

のところの物産販売については、昔はお店に行っ

て直接買物をする形態が多かったようですけれど

も、今ではネットショッピングとかそういうもの

が推進されておりますので、あわせもって、ウェ

ブ販売等を駆使して売上げに貢献できるように努

めているところで、効果としましては、経済対策

で取り組んでいる部分もありますけれども、非常

にいい成果が出ているというふうに認識しており

ます。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、そういう新しい

媒体を通じて、薩摩川内市の物産が全国多くのと

ころに販売されるように取り組んでいただければ

というふうに思います。 

 もう一つ質問です。その下にご当地グルメが出

ているんですが、過去ずっと、私も興味を持って

見てきていて、常にトーゴーちゃんぽんがトップ

だったような気がするんですが、トーゴーちゃん

ぽんが去年の実績では相当落ちている感じで、ほ

かのほうがだいぶ伸びてきたのか、トーゴーちゃ

んぽんも数量、食として落ちているような気がす

るんですけども、これらの要因というのはどんな

ふうに捉えていらっしゃいますか。 

○観光物産課長（田中道治）トーゴーちゃん

ぽんにつきましては、一定の評価があって、うま

く、かつ東郷地域の食品、お店の方々の団結力も

あったりとかして、非常に好評を得ております。

令和４年度に、食の数字が落ち込んでいる部分に

ついては、やはりイベントがなかったりだとか、

観光誘客につながる、そういった催事等がなかっ

たことによることも想定されるんじゃないかなと

思います。合っているか合っていないかは難しい

ところなんですけれども、感覚的な回答ではその

ような形があるというふうに認識しております。 

 あとは、ちんこ団子とか、一つの単価が安い本

数での販売とかになっておりますので、数は多く

なってきておりますけれども、トーゴーちゃんぽ

んについては、ある程度の消費者のニーズをつか

んでいる商品になっていると思っております。 

○委員（成川幸太郎）有名でそういったいろ

んな商品が出てくることは常にここずっと見てい

る感じは、トーゴーちゃんぽんがトップで、なぜ

だろうという不思議な気もして見ていたところだ

ったんですが、いろんな商品が出てくることはい

いと思います。 

 せごどんぶいが商品として、９,５７３食売れ
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ていると書いてあるんですけど、これは冷凍もん

で売れているんですか。せごどんぶいが商品で

９,５７３食って、この売上げといのは。 

○観光物産課長（田中道治）１２８ページに

お示ししておるご当地グルメの（商品）というの

が、パッケージにした商品になっております。物

産とか催事のときに持っていって販売しておりま

すので、その関係で数が伸びていることになって

おります。 

○委員（成川幸太郎）このせごどんぶいを売

っている食堂があまりないんですけども、食堂で

食べたことはあるんですが、こんだけ商品化して

売れるんだったら、もうちょっと一般でもアピー

ルすりゃできるんじゃないかなと。ぜひアドバイ

スをして、商品の販売が伸びるように頑張ってく

ださい。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑が尽きたと認めま

す。 

 以上で、観光物産課の審査を終わります。 

────────────── 

△文化スポーツ課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、文化スポーツ課

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、対策監の説明を求

めます。 

○観光文化スポーツ対策監（花木 隆）文化

スポーツ課の決算概要について説明いたします。 

 決算附属書の１３１ページをお開きください。 

 決算額は７,２２７万９,４２９円であります。

主要施策の成果は、まず、１、芸術文化活動の推

進では、地域における文化的環境づくりを目指し、

芸能祭やトンボロ芸術村ふれあい交流事業、日展

薩摩川内展を実施いたしました。 

 ２、文化施設の整備と運営の充実では、川内歴

史資料館及び川内まごころ文学館の運営協議会を

開催いたしました。 

 ３、スポーツレクリエーション活動の充実の

（１）スポーツ振興に関することでは、競技力の

向上、普及及び健康スポーツ推進のため、スポー

ツ推進委員の研修、各種健康スポーツ教室などの

事業を実施いたしました。平成２９年度以来、天

候不良や新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めの中止となっていた市民運動会は５年ぶり、川

内川河口マラソン・ウォーキング大会は、平成

３０年度以来４年ぶりに実施することができまし

た。 

 （２）スポーツ合宿等誘致に関することでは、

スポーツ合宿による交流人口の拡大、地域経済の

活性化などに寄与するため、バレーボール、陸上、

野球の実業団の合宿受入れを行いました。 

 次のページをお願いいたします。 

 スポーツ合宿誘致の実績につきましては、令和

４年度の合宿団体数は令和３年度より３８団体増

え６６団体でありました。コロナ禍前の平成

３０年度が７８団体であり、コロナ禍前の約８割

まで回復してきております。主な合宿誘致団体の

実績につきましては、記載のとおりであります。 

 ４、スポーツレクリエーション環境の充実では、

総合運動公園の施設環境整備のため、陸上競技場

円盤・ハンマー投げ用囲い及び野球ソフトボール

用簡易フェンスを購入いたしました。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○文化スポーツ課長（入枝哲也）まず歳出で

すが、決算書の２１０ページをお開きください。 

 １０款５項２目文化振興費のうち文化スポーツ

課分は、次のページをお願いします、備考欄中段

の事項、文化振興事業費で、日展薩摩川内展開催

時における時間額の会計年度任用職員１３人の報

酬、芸能祭公演業務委託ほか６件、市民まちづく

り校舎文化事業推進補助金ほか３件が主なもので

す。 

 次に、事項、歴史資料館管理費の決算額のうち

文化スポーツ課分は、次のページをお願いいたし

ます、川内歴史資料館運営協議会委員８人の報酬

が主なものです。 

 次に、中段の事項、川内まごころ文学館管理費

の決算額のうち文化スポーツ課分は、川内まごこ

ろ文学館運営協議会委員６人の報酬が主なもので

す。 

 次に、２２０ページをお開きください。 

 １０款６項１目保健体育費総務費のうち文化ス

ポーツ課分は、備考欄の事項、スポーツ企画総務

費で、スポーツ推進審議会委員１１人の報酬、鹿

児島県Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会負担金、

市主催事業のスポーツ大会等でのけが等に際し、
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治療を要した場合に支払う全国市長会市民総合賠

償保険補償保険金が主なものです。 

 次に、事項、生涯スポーツ事業費で、スポーツ

推進員８７人の委員報酬、市民運動会大会業務委

託ほか３件、川薩地区スポーツ推進協議会負担金

ほか３件、川内河口マラソン・ウォーキング大会

を実施する川内川を生かしたスポーツ推進事業実

行委員会への補助金が主なものです。 

 次に、事項、スポーツ振興事業費で、全国ボー

ト場所在市町村協議会負担金、スポーツ協会運営

補助金ほか５件、スポーツ振興基金積立金が主な

ものです。 

 次のページをお願いします。 

 １０款６項２目体育施設費のうち文化スポーツ

課分は、事項、総合運動公園管理費で、陸上競技

場円盤・ハンマー投げ用囲いほか２件の購入です。 

 続きまして、歳入について説明しますので、決

算書の５４ページをお開きください。 

 １７款２項８目４節社会教育費補助金のうち文

化スポーツ課分は、特定離島ふるさとおこし推進

事業補助金、補助率７０％です。 

 次に、６４ページをお開きください。 

 １８款１項２目１節利子及び配当金のうち、文

化スポーツ課分は、中段辺り、スポーツ振興基金

利子収入です。 

 次に、６８ページをお開きください。 

 ２０款１項２７目１節スポーツ振興基金繰入金

で、大会派遣助成の実績に応じてスポーツ振興基

金を取り崩し、繰り入れたものです。 

 次に、８０ページをお開きください。 

 ２２款５項４目１節雑入のうち文化スポーツ課

分は、下から１１行目、スポーツ安全保険普及奨

励に係る広報紙広告掲載収入及び全国市長会市民

総合賠償保障保険金です。 

 続きまして、財産に関する調書のうち文化ス

ポーツ課分の重要物品現在高については、

３６１ページに記載してあります。右側の表の中

段、体育用具類の１、増は文化スポーツ課分で、

歳出の事項、総合運動公園管理費のところで説明

しました、陸上競技場円盤・ハンマー投げ用囲い

を購入したことによるものです。 

 次に、基金の運用状況については、３６３ペー

ジに記載してあります。 

 文化スポーツ課分は、下から４行目のスポーツ

振興基金で、決算年度中増減高は、基金利子収入

総当額の積立金３,０００円と、スポーツ振興基

金運営委員会を行っている九州大会、全国大会等

に出場する団体等への助成金に充当するために、

基金を取り崩した１,０００万円、これを相殺し

た決算年度中の増減高は、９９９万７,０００円

の減です。 

 なお、決算年度末現在高は１億１,６７７万

１,０００円です。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、スポーツ課の審査を終わります。 

────────────── 

△国体推進課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、国体推進課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について対策監の説明を求め

ます。 

○観光文化スポーツ対策監（花木 隆）国体

推進課の決算概要について御説明いたします。 

 決算附属書の１３３ページをお開きください。 

 決算額は２,２６４万９００円であります。主

要施策の成果は、燃ゆる感動かごしま国体の本年

１０月の開催に向け、関係機関、団体と調整を行

いながら開催準備を進めてきたところであります。

特に、本大会を万全の体制で運営することを目的

に、競技別リハーサル大会として、全国中学生空

手道選手権大会を開催したところであります。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○国体推進課長（石原勝浩）それでは、国体

推進課の歳出につきまして御説明申し上げますの

で、決算書の２２０ページ下段から２２２ページ

上段までを御覧ください。 

 １０款６項１目保健体育総務費の当課分は、決

算額２,２６４万９００円であります。 

 備考欄の事項、国民体育大会事業費は、来月の

燃ゆる感動かごしま国体開催準備に伴う薩摩川内

市実行委員会負担金であります。 

 市実行委員会負担金の内容につきましては、決

算附属書の１３３ページで御説明いたします。 
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 いよいよ来月に迫りました燃ゆる感動かごしま

国体の開催準備を円滑に進めるため、実行委員会

では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を含

めた情報収集をはじめ、関係諸会議により規定等

の見直しを行い、万全の体制で大会を開催できる

よう準備を進めてまいりました。広報啓発、市民

参画では、市内で開催される各種イベントに出向

いて、国体グッズを配布するなど、機運醸成の継

続を図ったところであります。 

 また、国体開催５００日前、１年前、３００日

前、２００日前イベントといたしまして、目の前

に迫ってきた鹿児島国体を肌で感じていただき、

多くの市民が参画できるイベントを開催してきた

ところであります。 

 さらに、空手道リハーサル大会といたしまして、

全国中学生空手道選手権大会を開催し、本大会を

シミュレーションした運営を行い、結果及び反省

を基に、来月の本大会を万全の体制で迎えられる

よう準備を整えたところであります。 

 なお、５０万円を超える利用につきましてはご

ざいません。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 決算書の５６ページをお開きください。 

 １７款２項８目県支出金、県補助金、教育費補

助金、保健体育費補助金の当課分は１０３万

２,０００円であります。これは、空手道競技の

リハーサル大会開催に伴う運営補助金であります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、国体推進課の審査を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設政策課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（城之下 誠）それでは、建設政

策課における決算の概要について御説明いたしま

す。 

 決算附属書の１３５ページをお開きください。 

 予算額決算額につきましては上段のとおりであ

り、執行率は９９.３８％となっております。 

 １、土地の取得及び登記の促進についてですが、

用地グループにおいて土地の取得及び登記の促進

に努めてまいりました。地籍調査事業は完了して

おり、地籍データや図根点・基準点データの管理

を担っており、土地家屋調査士やコンサルタント、

建設業界などからの多数の請求事務に対応するた

め、相談や交付の手続などを行っております。ま

た、公共嘱託登記協会に分筆や測量を委託しなが

ら進めております。これまで順調に進んできた未

登記処理ですが、相続多数など困難案件ばかりで

処理に時間を要しており、これまでに比べて減少

傾向となっております。 

 なお、他課で実施している道路整備や公園区画

整理に伴う用地買収や登記事務は全て処理してい

るところであります。 

 次に、１３６ページ上段を御覧ください。 

 ２の建設部の総括調整としまして、甑大橋開通

後においても一部の区間において道路幅員の狭小

箇所等があることから、甑縦貫道の整備促進と早

期完成に向けた期成会を設立し、要望活動を実施

しております。また、国直轄事業として整備の進

む川内港と北薩横断道路を結ぶ川内宮之城道路の

建設促進期成会を昨年１２月に設立し、先進地視

察を実施しました。 

 同ページ中段の３、県道の整備負担金に関する

ことにつきましては、鹿児島県が実施する県道整

備に伴う負担金について拠出したものであります。 

 次に、１３７ページ上段、４の川内川改修につ

きましては、それぞれの期成会で国の関係機関へ

の要望活動を展開しております。令和４年１０月

１５日には、大小路地区引堤事業及びかわまちづ

くり整備事業の完成式典が行われました。 

 同ページ中段の５、港湾施設の機能充実及び利

用促進並びに川内港振興に関することにつきまし

ては、川内港の整備促進としまして、令和３年度

において、川内港唐浜地区国際物流ターミナル整

備事業が国の直轄事業として新規採択され、現在、

事業を実施中であり、官民挙げて整備促進の要望

活動を進めてまいります。 

 （２）川内港のにぎわい創出としまして、国際

物流拠点としての川内港の役割を発信するため、

川内港ポートフェア、川内港にぎわい祭りと連携

して進める予定でありましたが、新型コロナウイ
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ルス感染症拡大を受けて、３年連続中止となって

おります。また、（３）みなとオアシス関係とし

ましては、みなとオアシスＣ級グルメ全国大会の

視察と、九州みなとオアシス協議会、物産販売に

参加しました。また、みなとオアシス薩摩川内と

して登録されている里港及び長浜港の待合所敷地

内に案内標識を、川内港高速線ターミナルに甑島

の案内パネルを設置しました。 

 次、１３８ページ上段、（４）港湾県営負担金

は、県港湾である重要港湾川内港及び地方港湾の

整備に伴う整備事業負担金を表のとおり拠出して

おります。あわせて、（５）国施行港湾関係負担

金事業として、表のとおり、国直轄整備負担金を

拠出しております。 

 最後に、同ページ下段６、南九州西回り自動車

道も順調に進捗しており、昨年は、本市ＳＳプラ

ザで初の決起大会を開催し、早期完成に向けた機

運醸成を行ったところです。今後も、鹿児島国土

事務所と密接な連携を図りながら要望活動を進め

てまいります。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○建設政策課長（樋口武士）まず、決算書の

歳出について御説明申し上げます。 

 決算書の１１０ページをお開きください。中段

になります。 

 ２款１項１３目地籍調査費で、支出済額は

７,２８３万２,３３７円です。備考欄の主な内容

は、地籍調査事務費では、職員一人の給与費、公

共嘱託登記業務委託１１件、用地管理事務費では、

行政事務専門員１３人、職員給与費６人分及び公

共嘱託登記業務委託２１件に要した費用になりま

す。 

 次は、１７６ページをお開きください。 

 ８款１項１目土木総務費で、支出済額は２億

３,４７８万４８９円です。備考欄の支出の主な

内容は、会計年度任用職員日額でございますが、

その報酬３人、職員給与費２７人に要した経費並

びに各種協会等への負担金でございます。 

 次は、１７８ページをお開きください。一番下

段になります。 

 ８款２項３目道路新設改良費です。本課分は支

出済額２,４００万円です。備考欄の支出の主な

内容は一般道路整備事業費で、地方特定道路整備

事業及び県単道路整備事業に係る市町村負担金に

なります。 

 次は、１８０ページをお開きください。 

 ８款３項１目河川総務費で、本課分は河川管理

費で、支出済額４８７万２,４８５円です。備考

欄の支出の主な内容は、川内川下流改修促進期成

会分担金及び川内市街部改修促進期成会補助金が

主なものになります。 

 次は、１８２ページの下段になります。 

 ８款４項１目港湾総務費で、本課分といたしま

して、港湾総務費、港湾県営事業負担金、港湾直

轄改修事業負担金で、合計の執行済額２億

２,１０６万７８０円です。 

 主な内容といたしまして、１８３ページの備考

欄を御覧ください。 

 下から二つ目の丸印でございます。港湾総務費

のうち本課分としまして、３５９万８,５３０円

で、観光案内パネル政策業務委託、みなとオアシ

ス案内標識設置工事等、港湾都市協議会分担金ほ

か４件、川内港整備促進期成会補助金ほか１件に

なります。 

 また、１８５ページになりますが、一番下の丸

印、港湾県営事業負担金としまして、１億

１,１０８万６,０００円につきましては、県施工

の港湾海岸事業市町村負担金ほか１件でございま

す。１８５ページの上から二つ目の丸印でござい

ます。港湾直轄改修事業負担金１億５６５万

６,２５０円は、国施工の港湾関係事業負担金で

ございます。 

 次は、１８４ページへお戻りください。 

 ８款５項１目都市計画総務費で、本課分としま

して、支出済額１５６万５,５３５円です。主な

内容といたしまして、次ページの備考欄中段でご

ざいますが、南九州西回り自動車道建設促進事業

費で、南九州西回り自動車道、阿久根川内道路建

設促進協力会分担金、負担金ほか２件になります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 引き続き、歳入について御説明をいたします。 

 建設政策課につきましては、収入未済はござい

ません。 

 決算書の３４ページをお願いいたします。一番

下段でございます。 

 １５款２項１目１節総務手数料で、本課分とし

まして、備考欄下段から４行目の地籍成果品交付



- 29 - 

手数料８１万６８０円で、座標などの交付手数料

になります。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 １６款２項６目８節港湾総務費補助金です。内

容は、備考欄記載のとおり、観光振興事業費補助

金５０万１３３円です。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 １７款２項６目２節河川費補助金でございます。

本課分としまして、地域振興推進事業補助金

１５０万円でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△観光物産課の追加審査 

○委員長（宮里兼実）次に、さきの回答を保

留しておりました答弁について、観光物産課に説

明を求めます。 

○観光物産課長（田中道治）観光物産課でご

ざいます。成川委員のほうから、１２７ページに

掲載してあります物産販売事業費の決算額の中で、

販路推進の経費が幾らかとの御質問でございまし

た。 

 物産販売事業費の決算額が、掲載のとおり、

２億８,９２９万８,７１４円でありますけれども、

物産販売の販路促進に係る経費は７,２１６万

４３円でございました。残りの経費につきまして

は、キャッシュレスがあったりとか、そういった

消費喚起にも使っている関係がございまして、純

然たる販売促進の経費は約７,２００万円程度と

なっております。 

────────────── 

△道路河川課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、道路河川課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（城之下 誠）それでは、道路河

川課の決算の概要について御説明いたします。 

 決算附属書の１３９ページをお開きください。 

 予算額、決算額は上段のとおりで、執行率は

６６.３８％となっております。 

 １、市道の維持管理につきましては、令和４年

度において、年間約１,７００件の要望に対して、

予算の制限もありますが、年度内に約９割対応し

ており、積み残した要望の約１割につきましても、

本年度中に対応している状況であります。 

 中段の２、道路交通ネットワークの整備につい

てですが、市道の整備推進においては、宮崎勝目

線ほか１４路線の市道改良舗装工事を行ったとこ

ろです。また、エコパークかごしま周辺地域振興

事業として、市道川永野・鹿角川線の用地取得と、

橋梁下部工の工事を行ったところであります。こ

のほか、国道３号から西方コミ線へのアクセスに

ネックとなっている肥薩おれんじ鉄道の井高踏切

の拡幅のための基本設計を行ったところでありま

す。 

 次に、１４０ページを御覧ください。 

 ３、交通安全対策の推進では、区画線、ガード

レール、カーブミラーなど９９件を実施し、車両

等の走行安定性、安全性の向上を行っております。 

 ４、橋梁維持修繕事業では、橋梁長寿命化計画

に基づき、１５件の業務委託と川内河口大橋耐震

補強、Ｐ３工事ほか５件の工事を実施しておりま

す。また、橋梁の点検要領に基づき、１７３橋の

定期点検を行ったところです。 

 ５、川内駅東口アクセス道路整備事業では、横

馬場田崎線について、用地補償と地質調査を実施

しております。 

 ６、災害に強い基盤整備ですが、排水機場管理、

急傾斜地崩壊対策事業、特定離島、災害予防応急

対策、災害復旧工事などを実施しております。ま

た、これらのほかにも、市民等からの問合せなど

業務が多岐にわたっている状況でございます。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○道路河川課長（堀之内利行）まず、決算書

の歳出について御説明いたします。 

 決算書の１７６ページをお開きください。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費で、支出済額は

１億４,８４１万７,０８６円です。備考欄の主な

内容は、道路橋梁総務費では１７人分の職員給与

費など、道路橋梁附帯設備管理費では市道隈之城

高城線街路灯修繕工事などです。 

 次に、１７８ページ、８款２項２目道路維持費
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で、支出済額は９億７,７０８万４,７２５円です。

備考欄の主な内容は、川内駅東西自由通路昇降機

保守点検業務ほか１２２件の委託料、市道鳥丸線

道路のり面整備工事ほか６４８件の工事請負費で

す。前年度からの繰越しは、１５か月予算の工事

請負費で、１７件の工事を実施しました。翌年度

への繰越明許費は、１４節工事請負費で、１５か

月予算に係る道路維持修繕など１０件の工事費を

翌年度に繰り越しております。 

 次に、同ページ、８款２項３目道路新設改良費

で、支出済額４億９,２４４万６,４９８円のうち

当課分は４億６,８４４万６,４９８円です。備考

欄の一般道路整備事業費は、７人分の職員給与費、

市道宮崎勝目線道路改良舗装工事（３─１）ほか

２０件の工事請負費及び、関連する測量設計業務

委託、用地購入、建物等移転補償に要した経費で

す。 

 １８０ページの備考欄の交通安全施設単独事業

費は、区画線など交通安全施設設置工事９９件で

す。踏切改良拡幅事業費では、市道西方・白沢津

線、井高踏切の基本設計業務委託に要した経費で

す。前年度からの繰越しは、一般道路整備事業費

では工事４件と、新規に７件の工事を行いました。

交通安全施設単独事業費では、３７件の工事を行

いました。翌年度への繰越明許費は、一般道路整

備事業費及び交通安全施設単独事業費の一部を令

和５年度に繰り越しております。 

 次は、同じく同ページの８款２項４目橋梁維持

費で、支出済額は１１億８,２４１万７,７７９円

です。 

 支出の主なものは、風口橋における橋梁補修工

事に伴う委託料ほか１４件の委託料、川内河口大

橋ほか７件の橋梁耐震補強工事、天大橋の直轄道

路事業負担金が主なものです。繰越明許費では、

２件の業務委託と７件の工事請負費を実施してお

ります。翌年度へ繰り越しました１２節委託料は、

外園橋補修設計業務です。 

 １４節工事請負費は、河川内の工事で、施工に

制約を受ける川内河口大橋耐震補強工事など６件

を繰り越したものです。 

 次は、同じく同ページの８款３項１目河川総務

費で、支出済額１億３,９０３万１,６６９円です。

備考欄の河川管理費のうち主なものは、水門管理

人等の報酬及びデジタル田園都市国家構想推進交

付金事業、樋門・水閘門等情報伝達システム作成

業務委託ほか５８件の業務委託です。 

 １８２ページの備考欄の河川施設管理費は、河

川の護岸整備ほか４３件の工事請負費が主なもの

です。排水機場管理費は、排水機場管理人などの

報酬及び鹿島藺牟田排水機施設の保守点検業務委

託が主なものです。急傾斜地崩壊対策事業費では、

県単急傾斜地崩壊対策事業に係る測量設計業務

４件と工事請負費１件が主なものになります。繰

越明許費では、測量設計業務委託１件を実施して

おります。また、工事請負費を翌年度で繰り越し

ております。 

 次は、同ページ、８款３項２目河川改良費で、

支出済額は１３０万円です。これは、砂防関係事

業に係る市町村負担金になります。 

 次は、同ページの８款４項１目港湾総務費で、

支出済額２億２,４７８万４,８８６円です。主な

内 容 は 港 湾 総 務 費 で 、 当 課 分 は １ ９ ０ 万

１,４１９円で、桑之浦港の漂流物の処理業務が

主なものです。 

 １８４ページの港湾排水機場管理費では、里に

ある荒切川排水機場管理に係る報酬及び保守点検

業務の支出経費を支出しております。 

 次は、同ページの下段になります。 

 ８款５項２目街路費で、支出済額は２億

９,３４７万６,０３９円です。主な内容は、横馬

場・田崎線整備事業費で、用地購入７件、建物等

移転補償１７件が主なものです。前年度からの繰

越明許費では、ボックスの基礎検討業務など３件

と、用地購入７件及び建物移転補償１１件を実施

しております。翌年度への繰越しは、用地補償と

中ノ原交差点付近の工事を予定しております。 

 次は、１９２ページの９款１項５目水防費で、

支出済額は１８万６７６円です。内容は、各水防

倉庫に常備する水防資材を補充したものです。 

 次は、同ページの９款１項６目災害対策費で、

支出済額２億１,６６１万５,６２３円です。当課

分は、次のページの備考欄上段にありますように、

４,５９５万１,０００円で、主な支出は、山之口

地区排水路検討業務委託、隈之城地区排水路整備

工事ほか１件の工事です。それぞれ繰越しをして

おります。 

 次に、２２４ページをお願いいたします。下段

になります。 
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 １１款２項１目現年公共土木災害復旧費で、支

出済額６億６,９２７万５,５３９円です。主な支

出は、二人分の職員給与費、災害復旧工事に伴う

測量設計業務委託２５件、及び災害復旧工事

５９件です。繰越明許費では、地質調査業務委託

１件、用地測量業務委託１件、災害復旧工事

５０件、移設等補償３件を実施しております。翌

年度への繰越しは１２件の災害復旧工事、電柱等

の物件移転費用を繰り越しております。 

 次は、２２６ページの１１款２項２目現年単独

土木災害復旧費で、支出済額 ８ ,３４３万

９,４９７円です。主な内容は、公共土木災害の

対象とならない災害復旧工事１１９件です。 

 次は、同ページの１１款２項４目過年単独災害

復旧費で、支出済額９９０万円です。これは、里

町の市道江石里線設計業務委託になります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 次に、５０万円以上の節間流用について説明し

ますので、別冊の議会資料、５０万円以上の節間

流用一覧を御覧ください。 

 本課分は、３ページの１１番から４ページの

１６番の６件になります。１１番から１３番は、

街路費の委託料が不足したため、記載のとおり、

そ れ ぞ れ ５ ０ 万 ３ , ０ ０ ０ 円 、 ２ ８ ７ 万

８,０００円と１３２万７,０００円を予算流用し、

１４番は、道路新設改良費において補償金が不足

したため、記載のとおり、５４２万１,０００円

を予算流用し、１５番は、道路維持費において、

使用料及び賃借料が不足したため、記載のとおり、

２,３７４万円を予算流用し、１６番は、街路費

において補償金が不足したため、記載のとおり、

２３３万４,０００円を予算流用し、執行したも

のです。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 決算書の２２ページをお開きください。 

 １３款１項１目１節交通安全対策特別交付金で

す。収入未済はございません。本交付金は、交通

反則金を原資とする県からの交付金でございます。 

 次に、２８ページの下段になります。 

 １５款１項６目１節道路橋梁使用料です。収入

未済額はございません。これは、市道等に敷設さ

れている電柱、ガス管などの道路占用使用料が主

なものです。 

 次に、３０ページの中段ほどになります。 

 同目５節公安施設使用料です。収入未済額はご

ざいません。これは、市が管理している上甑の桑

之浦港と江石港における占用使用料です。 

 その下、６節河川使用料です。収入未済額はご

ざいません。これは、市管理の河川敷地内におけ

る占用使用料です。 

 次は、３２ページの下段になります。 

 １５款１項８目１節消防使用料です。収入未済

額はございません。当課分は３４ページ、宮内水

防倉庫などの行政財産の使用料です。 

 次に、３６ページの下段になります。 

 １５款２項６目１節土木手数料です。収入未済

額はございません。これは、市道の幅員証明など

諸証明手数料でございます。 

 次は、４０ページの上段になります。 

 １６款１項４目１節公共土木災害復旧費負担金

です。調定額４億６,９７２万１,０００円、収入

済額４億２,０２４万２,０００円で、収入未済額

４,９４７万９,０００円は、年度内完成が見込め

ず令和５年度に繰り越した災害復旧工事の国庫負

担金です。備考欄の主な内容は、現年災害９件と

前年度災害６３件分の国庫負担金です。負担率は、

本土が６６.７％、甑島が８０％でございます。 

 次は、４２ページの下段になります。 

 １６款２項６目１節道路橋梁費補助金です。調

定額９億５７３万９,０００円、収入済額４億

９,０３６万５,０００円でございます。収入未済

額４億１,５３７万４,０００円は、年度内完成が

見込めず令和５年度に繰り越した工事１１件と業

務委託２件の補助金になります。内容は、道路メ

ンテナンス事業補助金は、橋梁長寿命化修繕計画

に伴う現年分では工事３件、業務委託１０件並び

に繰越明許では、９件の工事と２件の業務委託の

国庫補助金になります。補助率は、本土が５５％、

離島が６０％でございます。 

 次に、４４ページの社会資本整備総合交付金は、

長浜・瀬々野浦線整備事業に伴う現年分の工事

１件、防災安全交付金は、馬場・掛川線整備事業

に伴う繰越明許費分の工事２件の国庫補助金にな

ります。補助率は、社会資本整備総合交付金が離

島で６０％、防災安全交付金が５５％になります。 

 次に、同ページの１６款２項６目２節都市計画

事業費補助金です。調定額３億１,６８３万円、

収入済額１億６,００６万円です。収入未済額



- 32 - 

１億５,６７７万円は、年度内完成が見込めず令

和５年度に繰り越した土地購入２件と建物補償

２件の補助金になります。内容は、横馬場田崎線

整備に伴うもので、繰越明許は防災安全交付金で、

ボックスカルバートの基礎の検討など業務委託

３件、公有財産購入費７件、市場物件の移設補償

費１８件、並びに、現年の交通安全対策補助金は、

建物調査など業務委託４件、市場物件の移設補償

費６件の国庫補助金になります。補助率は５５％

でございます。 

 次に、同ページの１６款２項６目６節河川費補

助金です。収入未済額はございません。デジタル

田園都市国家構想推進交付金で、水門と情報伝達

システムを整備したものです。補助率は５０％で

す。 

 次は、４６ページの中段になります。 

 １６款３項３目１節河川費委託金です。収入未

済額はございません。備考欄の内容は、国土交通

省所管の水門や排水機場の管理委託金です。 

 次は、５４ページになります。 

 １７款２項６目２節河川費補助金です。当課分

は、調定額１,９１７万７,０００円、収入済額

１,５０２万１,０００円です。収入未済額は

４１５万６,０００円、年度内完成が見込めず令

和５年度に繰り越した工事１件の補助金になりま

す。主な内容は、急傾斜地崩壊対策事業補助金で、

宇都地区、春日原地区、別府原地区に係る補助金

です。補助率は５０％でございます。 

 次は、５８ページの下段になります。 

 １７款３項６目１節河川費委託金です。収入未

済額はございません。備考欄記載のとおり、県管

理の水門の管理委託金が主なものです。委託率は

１００％でございます。 

 次に、同目５節港湾費委託金、収入未済額はご

ざいません。備考欄の主な内容は、県管理の荒切

川排水機場に係る管理委託金です。委託率は

１００％でございます。 

 次は、６４ページになります。 

 １８款２項１目１節土地建物売払収入、収入未

済額はございません。主な内容は、市道中郷尾敷

平線の払い下げによる収入になります。 

 次は、７０ページをお願いします。中段になり

ます。 

 ２２款４項２目１節道路事業受託事業収入です。

調定額８ ,２９３万４ ,４００円、収入済額

２ ,８１６万３ ,３１３円です。収入未済額

５,４７７万１,０８７円は、年度内完成が見込め

ず令和５年度に繰り越した工事１件の受託収入に

なります。備考欄の主な内容は、エコパーク鹿児

島周辺地域振興事業、市道川永野・鹿角川線の整

備に係る受託事業の収入です。 

 次は、７０ページからの雑入になります。当課

分は、８０ページの備考欄の下から９行目になり

ます。 

 ２２款５項４目１節雑入です。収入未済額はご

ざいません。記載のとおり、九州電力からの協力

金及び道路管理に係る５件の損害賠償に伴う道路

賠償責任保険金です。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）市道の維持管理で、道

路維持費のところでちょっとお伺いしたいんです

が、先ほど部長が道路維持補修に関しては、私、

ちょっと聞き取り損なったのと、１,７００件程

度要望があると言われたけど、間違いないですか。 

○建設部長（城之下 誠）間違いございませ

ん。 

○委員（成川幸太郎）１,７００件程度要望が

あって、９割方、対応はしていると、あと１割と

いうことで。繰越明許費が１億９,８５６万円も

あるんだけど、この年度内に１億９,０００万円、

約２億円が繰越しなのに、これ、対応できなかっ

たんですかね、年度内に。 

○道路河川課長（堀之内利行）道路維持費の

中には、１２月で補正いただいた１５か月予算も

含まれておりまして、繰越しを前提とした予算措

置も含まれていることから、このような結果にな

っていると思います。 

○委員（成川幸太郎）その金額は幾らになる

んですか。 

○道路河川課長（堀之内利行）１５か月予算

の予算が１億６,５００万円になっております。 

○委員（成川幸太郎）道路維持補修というの

は、１,７００件のうち９割方対応されたという

ことは、もう非常に、市民の要望に沿った対応を

されたんだろうと思いますけども、遅れて１２月

補正で出された分が、そうした形で繰越しになっ
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たということだということであれば納得します。 

 もう一つ、その下の２番の一般道路整備事業費

に お い て も 、 決 算 額 が ４ 億 ３ , ５ ８ ０ 万

３,０００円というぐらいになっているんですけ

ども、ここは繰越明許費が３億４,４００万円も

なっているんですけども、事業費と同等ぐらいの

繰越明許になっているのはどういう理由によるん

でしょうか。ここも同じかな。 

○道路河川課長（堀之内利行）具体的に、高

城産業用地関連の道路整備があったんですけれど

も、地権者との交渉がうまくいかずに、そのまま

年度内の施工ができない予算があったものが含ま

れておりますので、このような結果となっており

ます。 

○委員（成川幸太郎）じゃ、それが幾らぐら

いあるというのは具体的には分からない。高城産

業用地に関わる道路の分は。うーん、そうです。

よそのは分かりますよね。 

○道路河川課長（堀之内利行）すみません、

後から回答させてもらっていいですか。 

○委員（成川幸太郎）じゃ、いいです。もう

一つ、交通安全対策の推進では、いろんな区画線

とか、市ができるものについては素早くやっても

らっていると思うんですが、今回もいろんな形で、

白線の消えているところが多いということで、一

般質問等でも多くあったわけですけども、市の管

理、港湾が絡まないところのやつは、割と早くや

ろうと思えばできたんだろうと思うんです。ここ

についても１,４００万円ぐらい繰越しが残って

いるんですけども、今も市道関連でも道路の白線

が消えている部分が結構あるという要望は来てい

ると思うんですけど、ちょっと対応ができなかっ

たのかな。 

○道路河川課長（堀之内利行）交通安全対策

の事業費も１５か月予算と同じで、１２月に一部

予算措置させていただいております。というのと、

あと、今年度は国体関連がありまして、国体会場

へのアクセスされる道路を優先して白線等を整備

しておりますので、若干そちらのほうがしていな

いところが目立っているのかもしれません。 

○委員（成川幸太郎）国体につながるところ

はそうだろうというふうには分かりますけど、そ

こもまだ完全にできているような状況ではありま

せんので、もうすぐ国体が始まってしまうので、

ぜひ国体に関わるところは早くしていただきたい

と思いますし、それ以外のところも交通事故につ

ながらなければいいんですけども、そういった歩

行者が守られるべきところが、そういう白線が消

えていることによって守られないということがな

いように、早急な対応をお願いをしておきます。 

○委員（森永靖子）１３９ページのところの西

方コミュニティに続く国道３号から肥薩おれんじ

鉄道の井高踏切の拡幅のところの令和４年度に基

本設計が行われたとありますが、２回ぐらい一般

質問してなかなかうまくいかなかったところなん

だけど、やっと基本設計に入られたのかなと思う

んです。もうちょっと詳しく、そこを教えてくだ

さい。 

○道路河川課長（堀之内利行）井高踏切につ

きましては、今、基本設計を行ったところで、今

後、実施設計とかしていく必要があるんですけれ

ども、西回り自動車道とも関連があることから、

ちょっとそちらの方面とも協議を重ねて、整備時

期について検討していきたいと考えております。 

○委員（森永靖子）やっとそういう形になった

ようですので、お願いします。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第１０１号の審査を一時中止しま

す。 

 以上で、道路河川課の審査を終わります。 

────────────── 

△都市整備課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、都市整備課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（城之下 誠）それでは、都市整

備課について御説明いたしますので、決算附属書

の１４２ページを御覧ください。 

 予算額、決算額は上段のとおりで、執行率は

９０.０５％となっております。 

 １、都市計画行政の総合的な企画及び調整に関

することですが、都市計画事業の事務、土地利用

対策要綱などに関する事務を実施するとともに、

立地適正化（防災指針）の策定を開始したほか、
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公共施設への交通誘導をスムーズに行うため、公

共サイン１基を設置しました。 

 ２、屋外広告物に関することですが、条例に基

づき、申請受付や違反物件の除去等の事務を実施

し、３、景観に関することでは、本市の景観資源

を市民共通の財産として次世代へ引き継ぐため、

申請受付や違反物件の除去など、良好な景観生成

と風致の維持に努めました。 

 ４、川内川川内市街部改修に係る都市計画事業

に関することですが、大小路地区の引堤事業に合

わせて整備した都市計画道路中郷・五代線の国道

３号との交差点部における交通円滑化のための経

路案内標識を設置しました。 

 次に、１４３ページを御覧ください。 

 上段の５、公園緑地の整備については、公園管

理をまちづくり公社等に委託するとともに街路樹

等の維持管理を行い、長寿命化計画に基づいて

トータルコストの軽減を目的とした改築を行って

おります。６、土地区画整理事業の推進について

は、天辰第一、天辰第二、入来温泉場地区の３特

別会計へ繰出しを行っております。 

 次に、特別会計について御説明いたしますので、

中段を御覧ください。 

 天辰第一地区土地区画整理事業特別会計につき

ましては、予算額、決算額につきましては記載の

とおりで、執行率は８６.９６％となっておりま

す。天辰第一地区につきましては、最終段階に入

りました。地区界の調整に係る工事を中心に進め

ており、事業進捗率は事業費ベースで約９８％と

なっております。 

 次に、１４４ページを御覧ください。 

 天辰第二地区土地区画整理事業特別会計につき

ましては、予算額、決算額ともに記載のとおりで、

執行率は６７.７１％となっております。天辰第

二地区につきましては、川内川と県道山崎川内線

沿い、及び一地区との地区境を優先に建物移転、

道路築造、造成工事を進めており、事業費ベース

で進捗率は約４０％であります。令和４年度につ

きましても、令和３年度と同様、国と受託合併工

事の基本協定に基づき、築堤工事に合わせて、県

道となる向田天辰線の整備を進めているところで

あります。 

 最後に、同ページ中段の入来温泉場地区土地区

画整理事業特別会計につきましては、予算額、決

算 額 と も に 記 載 の と お り で 、 執 行 率 は

６７.２３％です。入来温泉場地区につきまして

も、事業の終盤になっております。道路整備や換

地設計に向けた出来形測量などを実施しており、

事業費ベースで進捗率は約９７％となっておりま

す。 

 以上、概要を説明しました。詳細は都市整備課

長から説明させます。 

────────────── 

△議案第１０１号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出

決算） 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止

しておりました議案第１０１号を議題といたしま

す。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出につ

いて説明いたしますので、決算書の１８４ページ

をお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費のうち本課分は、

支出済額９,５７４万５,０４３円です。１２節委

託料８,３００万６,０００円を翌年度に繰り越し

ました。 

 備考欄を御覧ください。都市計画審議会委員報

酬、職員給与費８人分、業務委託１２件、工事請

負費４件、屋外広告物管理費、景観推進費が主な

ものです。 

 ７節報償費の不用額４万１,０００円は、景観

アドバイザーの出会謝金を計上しておりましたが、

出会依頼がなかったため、全額未執行となりまし

た。 

 １２節委託料の不用額２１０万４,１２０円は、

用途地域変更図書作成業務委託の執行残が主なも

のです。 

 次に、１８６ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費のうち本課分は、支出済額

６９９万７,０００円です。備考欄記載の中郷・

五代線整備事業に係る工事１件です。 

 同項３目土地区画整理費は、支出済額５億

６７３万８,６３９円です。備考欄記載の土地区

画整理事業の特別会計繰出金になります。 

 同 項 ５ 目 公 園 緑 地 費 は 、 支 出 済 額 ２ 億

７,５９５万１,７８７円です。 

 １４節工事請負費５７４万７,０００円を翌年
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度へ繰り越しました。 

 備考欄を御覧ください。職員給与費５人分、薩

摩川内市都市公園指定管理料ほか７４件、工事請

負費２０件が主なものです。 

 次に、１８８ページをお開きください。 

 １ ４ 節 工 事 請 負 費 の 不 用 額 ４ ２ ５ 万

５,４８０円は、トイレ改修工事の入札の執行残

が主なものです。 

 次に、２２６ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

の本課分は、支出済額５８１万４,９００円です。 

 備考欄を御覧ください。矢立農村公園災害崩土

除去業務委託と久富木川多目的運動広場災害復旧

工事ほか３件分になります。 

 次に、別冊の議会資料、５０万円以上の節間流

用一覧を御準備ください。 

 本課の一般会計分は、３ページの３番の１件で

あります。現年公用・公共施設災害復旧のための

工事請負費が不足したため、記載のとおり

１１９万円を予算流用し、執行したものでありま

す。 

 次に、歳入について説明いたしますので、決算

書の３０ページをお開きください。 

 １５款１項６目３節都市計画使用料の収入未済

はありません。備考欄記載の公園等の使用料と隈

之城川公園駐車場使用料が主なものです。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 １５款２項６目１節土木手数料の収入未済はあ

りません。備考欄記載の屋外広告物許可手数料と

諸証明手数料です。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 １６款２項６目２節都市計画事業費補助金のう

ち本課分の収入済額は１２０万円で、備考欄記載

のコンパクトシティ形成支援事業補助金で補助率

５０％です。また、本課分の収入未済額は

３,４９５万３,０００円で、業務委託の年度内完

成が見込めず、翌年度に繰り越しました。 

 同目３節公園緑地事業費補助金の収入未済額

２６２万４,０００円は、工事の年度内完成が見

込めず、翌年度に繰り越しました。備考欄記載の

公園施設整備事業補助金で、補助率は５０％です。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 １７款２項６目６節都市計画費補助金の収入未

済はありません。備考欄記載の都市計画基本調査

費補助金で、補助率は５０％です。 

 次に、５８ページをお開きください。 

 １７款３項６目３節都市計画費委託金の収入未

済はありません。これは、屋外広告物条例等に係

る権限移譲事務委託金になります。 

 同目４節土地区画整理費委託金の収入未済はあ

りません。これは、土地区画整理事業施工区域内

の建築行為等の許可に係る権限移譲事務委託金に

なります。 

 次に、６２ページをお開きください。 

 １８款１項１目１節土地建物貸付収入のうち本

課分の収入未済はありません。備考欄の中ほどに

記載の自動販売機設置の貸付料になります。 

 次に、６４ページをお開きください。 

 １８款２項１目１節土地建物売払収入の収入未

済はありません。 

 次に、６６ページをお開きください。 

 １８款２項２目１節物品売払収入の収入未済は

ありません。これは、矢立農村公園のニジマスの

売払収入になります。 

 次に、８０ページをお開きください。 

 ２２款５項４目１節雑入のうち、本課分の収入

未済はありません。本課分は、備考欄の下段に記

載の電気水道料の実費収入金や都市計画図販売収

入が主なものです。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、決算書の３５６ページをお開きください。 

 表の区分、行政財産の公用財産の公園緑地帯の

土地の増減は、御陵下・権現原公園の完成に伴い、

８７８平方メートルを増し、国の川内川高潮対策

事業に伴い、久見崎公園の一部を売却したため、

１７１平方メートルを減したものです。また、本

課分の鹿児島まちづくり土地区画整理協会出捐金

については、３６０ページに記載しております。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１０１号の審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△議案第１０４号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市天辰第一地区土地
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区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第１０４号

決算の認定について（令和４年度薩摩川内市天辰

第一地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出につ

いて説明いたしますので、決算書の２５８ページ

をお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、支出済額

８,２１２万５,９９９円です。 

 １２節委託料７３２万８,０００円、１４節工

事請負費２,４６４万５,０００円、２１節補償、

補填及び賠償金５９１万円を翌年度に繰り越しま

した。 

 備考欄を御覧ください。土地区画整理審議会委

員報酬、職員給与費３人分、業務委託９件、工事

請負費１８件が主なものです。 

 ３節職員手当等の不用額８８万４,５４０円は、

時間外勤務手当等の執行残です。 

 ２ 款 １ 項 １ 目 元 金 は 、 支 出 済 額 １ 億

７,１６８万７,５８１円で、長期債の償還元金に

なります。 

 同 項 ２ 目 利 子 は 、 支 出 済 額 ８ ９ ３ 万

９,２９５円で、長期債の償還利子になります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、決算

書の２５６ページをお開きください。 

 １款１項１目１節保留地処分収入の収入未済は

ありません。 

 ３款１項１目１節土地区画整理事業費補助金の

収入未済額１,５１７万８,０００円は、工事の年

度内完成が見込めず、翌年度に繰り越しました。

社会資本整備総合交付金で、補助率は５０％です。

下段記載の都市構造再編集中支援事業補助金は、

補助率は４５％になります。 

 ４款１項１目１節土地区画整理事業費補助金の

収入未済額６５万６,０００円は、工事の年度内

完成が見込めず、翌年度に繰り越しました。県の

補助金で補助率１０％です。 

 ５款１項１目１節一般会計繰入金及び６款１項

１目１節前年度繰越金及び７款１項１目１節預金

利子及び８款１項１目１節土地区画整理事業債及

び９款１項１目１説土木使用料は、いずれも収入

未済はありません。 

 次に、実質収支に関する調書について説明いた

しますので、２６０ページをお開きください。 

 歳入総額２億７,４１２万３,０００円に対し、

歳出総額２億６,２７５万３,０００円で、歳入歳

出差引額は１,１３７万円です。翌年度へ繰り越

すべき財源が１,００４万９,０００円ですので、

実質収支額は１３２万１,０００円です。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第１０５号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市天辰第二地区土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第１０５号

決算の認定について（令和４年度薩摩川内市天辰

第二地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出につ

いて説明いたしますので、２７０ページをお開き

ください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、支出済額

６億７,７６９万１,２８４円です。１節報酬

７ ６ ６ 万 ８ , ０ ０ ０ 円 、 ７ 節 報 償 費 ３ 万

６,０００円、８節旅費９,０００円、１０節需用

費３５万６,０００円、１２節委託料７０２万

１,０００円、１３節使用料及び賃借料７４６万

円 、 １ ４ 節 工 事 請 負 費 １ 億 ８ , ３ ０ ６ 万

４ ,０００円、１８節負担金補助及び交付金

４,０５４万６,０００円、２１節補償、補填及び
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賠償金８,７６０万２,０００円を翌年度に繰り越

しました。 

 備考欄を御覧ください。土地区画整理審議会委

員報酬、職員給与費３人分、業務委託１１件、工

事請負費３９件、向田天辰線道路築造に係る負担

金及び補償費６６件が主なものです。 

 １０節需用費の不用額９０万９,４７８円は、

埋蔵文化財発掘調査に係る印刷製本費が主なもの

です。 

 １２節委託料の不用額６３万９,０５０円は、

入札の執行残になります。 

 ２１節補償、補填及び賠償金の不用額９８７万

８,２４３円は、建物等移転補償で、権利者と移

転交渉を行っておりましたが、最終的に不調とな

り不用額となりました。 

 ２款１項１目元金は、支出済額４,７３５万

３,３３２円で、長期債の償還元金になります。 

 同 項 ２ 目 利 子 は 、 支 出 済 額 １ ３ ４ 万

９,０８８円で、長期債の償還利子になります。 

 次に、別冊の議会資料、５０万円以上の節間流

用一覧を御覧ください。 

 本課の天辰第二地区土地区画整理事業特別会計

分は、４ページの１７番の１件であります。建物

等移転補償のための補償費が不足したため、記載

のとおり、１６０万８,０００円を予算流用し執

行したものであります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、決算

書の２６６ページをお開きください。 

 ２款１項１目１節都市計画費負担金の収入未済

額４,０４５万５,０００円は、建物等の移転交渉

に時間を要したことにより年度内完成が見込めな

いことから、翌年度に繰り越しました。備考欄記

載の川内川公共施設管理者負担金になります。 

 ３款１項１目１節土地区画整理事業費補助金の

収入未済額１億２,５１１万１,０００円は、建物

等の移転交渉に時間を要したことにより年度内完

成が見込めないことから、翌年度に繰り越しまし

た。備考欄記載の社会資本整備総合交付金で、補

助率５０％です。都市構造再編集中支援事業補助

金は補助率４５％になります。 

 ４款１項１目１節土地区画整理事業費補助金の

収入未済額６２１万６,０００円は、建物等の移

転交渉に時間を要したことにより年度内の完成が

見込めないことから、翌年度に繰り越しました。

県の補助金で補助率５％です。 

 ５款１項１目１節一般会計繰入金及び６款１項

１目１節前年度繰越金及び７款１項１目１節土木

使用料及び８款１項１目１節土地区画整理事業債

は、いずれも収入未済はありません。 

 次に、２６８ページをお開きください。 

 ９款２項１目１節雑入の収入未済はありません。 

 次に、実質収支に関する調書について説明いた

しますので、２７２ページをお開きください。 

 歳入総額７億７,３１１万６,０００円に対し、

歳出総額７億２,６３９万４,０００円で、歳入歳

出差引額は４,６７２万２,０００円です。翌年度

へ繰り越すべき財源が４,５７８万円ですので、

実質収支額は９４万２,０００円です。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第１０６号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第１０６号

決算の認定について（令和４年度薩摩川内市入来

温泉場地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算）を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出につ

いて説明いたしますので、２８０ページをお開き

ください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、支出済額

６,５０７万３,４４８円です。 
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 １４節工事請負費５,４５８万４,０００円、

２ １ 節 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 ７ １ ５ 万

１,０００円を翌年度に繰り越しました。 

 備考欄を御覧ください。職員給与費１名分、業

務委託１０件、工事請負費１１件、水道施設等移

転補償５件が主なものです。 

 ３節職員手当等の不用額６６万８,０７９円は、

時間外勤務手当等の執行残です。 

 １２節委託料の不用額１７９万９,０００円は、

入札に伴う執行残になります。 

 ２款１項１目元金は、支出済額６,６６０万

６,２２３円で、長期債の償還元金になります。 

 同 項 ２ 目 利 子 は 、 支 出 済 額 ２ ０ ８ 万

７,２１０円で、長期債の償還利子になります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、決算

書の２７８ページをお開きください。 

 ４款１項１目１節一般会計繰入金及び５款１項

１目１節前年度繰越金及び６款１項１目１節預金

利子及び６款２項２目１節雑入及び７款１項１目

１節土地区画整理事業債及び８款１項１目１節土

木使用料は、いずれも収入未済はありません。 

 次に、実質収支に関する調書について説明いた

しますので、２８２ページをお開きください。 

 歳入総額１億５,４１６万５,０００円に対し、

歳出総額１億３,３７６万７,０００円で、歳入歳

出差引額は２,０３９万８,０００円です。翌年度

へ繰り越すべき財源が１,９０３万５,０００円で

すので、実質収支額は１３６万２,０００円です。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 以上で、都市整備課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。おおむね１５時２０分ま

で休憩します。 

         ～～～～～～～～～     

         午後３時 ５分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後３時１９分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 ────────────── 

△耕地林務水産課の追加審査 

○委員長（宮里兼実）次に、回答を保留して

おりました答弁について、耕地林務水産課に説明

を求めます。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）まず、森永

委 員 か ら 御 質 問 が あ り ま し た 決 算 附 属 書

１１２ページの地元の水産加工品の販売促進を図

るため、ＰＲ事業に対する助成について御説明い

たします。事業の内容としましては、スタンプラ

リーとバスツアーと商品開発をしております。ス

タンプラリーについては、遊湯館、ちくりん館、

自慢館、薩摩海食堂、川内駅の５か所を回るスタ

ンプラリーを開催しまして、３６２件の応募があ

りました。 

 バスツアーにつきましては、令和４年１１月

２８日と１１月３０日の２日間開催しまして、そ

れぞれ１９人ずつの参加者がありました。 

 ３番の商品開発については、漬け丼のもとを商

品開発しております。助成につきましては、県が

５０％の１００万円、市が３０％の６０万円の助

成をしております。 

 以上になります。 

○農林水産部長（中島弘喜）続きまして、山

元委員からの御質問に引き続き、回答させていた

だきたいと思います。 

○耕地林務水産課長（内野弘之）それでは、

山 元 委 員 か ら 御 質 問 の あ り ま し た 決 算 書

１０７ページの予算額の合計１８億１,６００万

５ ,０００円から決算額１４億４ ,８５２万

１,９９３円を引いた差額の３億６,７４８万

３,００７円の内訳について御説明いたします。 

 この差額につきましては、繰越明許費と不用額

がありまして、繰越明許費のほうから御説明させ
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ていただきますと、農業土木費が繰越明許費

４,２２８万円、林業費５０１万６,０００円、水

産業費３,５９０万円、農林水産施設災害復旧費

８,３２７万円の１億６,６４６万６,０００円を

繰り越ししております。この繰越しにつきまして

は、今現在、執行率９５％で、あと変更対応の予

算となっております。 

 続きまして、不用額についてですが、農業土木

費 は ３ , ８ ８ ５ 万 ５ , ７ １ １ 円 、 林 業 費

１,０７９万２,８９８円、水産業費１,９０２万

１ ,４９６円、農林水産施設災害復旧費１億

３,２３４万６,９０２円、合計２億１０１万

７,００７円が不用額となっております。 

 繰越明許費の主なものについて御説明いたしま

す。繰越明許費については、湛水防除事業費の工

事請負費２,８５０万円は、網津排水機場電気設

備工事と漁港管理費の工事請負費３,５９０万円

は、小島漁港の物揚げ場工事と片野浦漁港航路泊

地浚渫工事の２件と農林水産施設災害復旧費の工

事請負費８,３２７万円で、令和４年に被災した

林道や農地農業用施設の工事請負費で、関係機関

及び地元関係者との協議に不測の期間を要したこ

とにより、年度内の完成が見込めなかったため、

繰り越したものであります。 

 不用額について、主なものについて御説明しま

す。主なものとして、農業用施設改良費の補償補

填及び賠償金２,４３９万６,２４７円につきまし

ては、多面的機能支払交付金の執行残になります。 

 水 産 振 興 費 の 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

１,７７０万６,６５０円は、９月補正で予算計上

しました漁業経営安定化緊急対策支援事業の執行

残が主なものになります。現年公共農林水産施設

災害復旧費の工事請負費６,９５１万５,０００円

と過年公共農林水産施設災害復旧費４,５９０万

円は、林道・農地農業用施設の災害復旧工事の執

行残になります。 

○委員長（宮里兼実）次に、回答を保留して

いました答弁について、道路河川課に説明を求め

ます。 

○道路河川課長（堀之内利行）成川委員から

質問がありました支出済額が４億３,０００万円、

繰越明許費が３億４,０００万円ということで、

その主な理由が地権者との用地交渉がうまくいか

ず、繰り越したものであると説明して、その路線

は幾ら繰り越したのかということでございました。

繰り越した総額が３億４,４００万円だったので

すけれども、当該路線が市道本町矢立線道路整備

工事で、その繰越額が１億８,９００万円でござ

いました。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第１０１号 決算の認定について

（令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出

決算） 

○委員長（宮里兼実）ここで、審査を一時中

止してありました議案第１０１号を議題とします。

まず、決算の概要について、部長の説明を求めま

す。 

○建設部長（城之下 誠）それでは、建築住

宅課について御説明いたしますので、決算附属書

の１４５ページをお開きください。 

 予算額、決算額は、共に記載のとおりで、執行

率は９１.３７％となっております。 

 １、空き家政策に関する事業ですが、令和４年

度から建築住宅課に集約されている空き家政策で

ありますが、空き家情報登録制度、空き家バンク

については、登録件数２７件、利用登録者５５名。

（４２ページの発言により訂正済み） 

 また、利活用事業である空き家利活用促進事業

の交付件数が１０件となっており、大分、周知が

進んできたように感じております。今年度は、さ

らなる周知を図ってまいります。 

 ２の建築指導に関する事業についてですが、建

築住宅課では建築物の関係法令に基づき、一定規

模の建築物等の申請について審査及び件数を行っ

ております。本市で担当する審査件数、受付件数

が１５２件、県へ進達する建築確認等申請受理件

数が３１件、建築物認定が９９件などとなってお

ります。また、建築物耐震化促進のための補助、

既存住宅改修環境整備補助、危険廃屋等解体撤去

促進補助など推進をしているところです。 

 次に、１４６ページの中段を御覧ください。 

 ３、市営住宅の居住環境改善のための維持管理

についてですが、市営住宅につきましては、指定

管理者へ委託管理を行ってもらっており、関連施
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設の維持管理に努めております。市営住宅につい

ては、表のとおり、２,４５３戸を管理しており

ます。 

 次ページ、上段表のとおり、指定管理者が実施

している６４７件、４,８７０万５,１９７円の修

繕・補修や、１６２件、１,１５０万３,３６０円

の畳・ふすまの張り替えなどを実施しているとこ

ろです。 

 次に、同ページの中段を御覧ください。４、既

存公営住宅の改善事業につきましては、公営住宅

等長寿命化計画に基づき、安全性の確保と耐久性

の向上を図るため、個別改善に努め、委託につい

ては表記載の住宅の共用部分の改善工事の業務委

託やアスベスト調査事業を発注しております。 

 同ページ下段、崖地近接等危険住宅の移転促進

事業につきましては、実績はありませんでした。

昨今の土砂災害等も鑑みますと、引き続き、周知

の強化を図る必要があると考えております。 

 ６、現年公用・公共施設災害復旧事業につきま

しては、昨年７月の大雨により発生した市営宮ノ

宇都住宅法面崩土復旧工事を実施しております。 

 建築住宅課につきましては、住民の住民向けの

ほかに庁内多部署からの執行委託も担っておりま

す。 

○委員長（宮里兼実）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○建築住宅課長（山口 誠）初めに、歳出か

ら説明いたしますので、決算書の１０２ページを

お開きください。 

 ２款１項６目企画費のうち建築住宅課分は、備

考欄一番下の米印から１０４ページを御覧くださ

い。空き家バンク成約奨励金に係る経費で、支出

済額は２００万円でございます。 

 次に、１１０ページをお開きください。 

 ２款１項１２目市民相談交通防犯費のうち建築

住宅課分は、上から二つ目の米印で、職員の旅費

に係る経費でございます。 

 次に、１７６ページをお開きください。 

 ８款１項２目建築指導費は、建築審査会委員報

酬や建築確認申請の審査事務や完了検査事務に係

る経費及び既存住宅改修や危険廃屋等解体撤去等

の補助に関わる経費で、支出済額が６,２９２万

３,１９７円です。主なものといたしましては、

既存住宅改修環境整備事業補助金が３５３件、危

険廃屋等解体撤去促進事業補助金が４１件、危険

ブロック塀等解体撤去促進事業補助金が３件の交

付となっております。 

 不用額の主なものについて説明いたします。

１８節負担金補助及び交付金では、既存住宅改修

環境整備事業補助金の取下げによる減、及び危険

ブロック塀等解体撤去促進事業補助金の執行残が

主なものです。 

 次に、１８８ページをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理費は、市営住宅の居住環

境改善のために維持管理及び補修等に要する費用

で、支出済額が６億５,１４６万２７０円です。

備考欄の事項、住宅管理費を御覧ください。職員

２３人分の給与費のほか、１６３件の市営住宅の

畳、ふすま張り替え等の修繕費と、市営住宅等指

定管理料ほか１５件の委託料や、桜ヶ丘住宅

３０２号室改修工事ほか１２件の工事請負費と、

大村麓テレビ共同受信施設大規模改修工事負担金

ほか１件の負担金と、空き家活用セーフティネッ

ト住宅改修事業の２件の補助金などが主なもので

ございます。 

 その下、事項、公営住宅ストック総合改善事業

費では、公営住宅の長寿命化を図るため、国の交

付金を受けて公営住宅の大規模な改修を進める事

業で、茶之木住宅共用部分改善工事設計業務委託

ほか６件の委託料と、後牟田住宅２号棟共用部分

改善工事ほか２件の工事費が主なものでございま

す。 

 不用額の主なものについて説明いたします。

１０節需用費の不用額は、市営住宅の維持管理事

業に係る修繕料等の執行残が主なものでございま

す。 

 １２節委託料の不用額は、市営住宅の悪質滞納

者に対しての明渡し訴訟に係る弁護士費用などを

予定しておりましたが、最終的には分納誓約等の

履行により不納となったものと、指定管理委託料

に係る執行残が主なものとなっております。 

 次に、１４節工事請負費の不用額は、市営住宅

維持管理事業費及び公営住宅ストック総合改善事

業に係る執行残が主なものでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の不用額は、空き

家活用セーフティネット住宅改修事業の補助残及

び市営住宅テレビ共聴改修工事按分負担金の減な

どでございます。 
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 続きまして、繰越明許費について説明いたしま

す。１０説需用費の３１４万２,０００円は修繕

料になりますが、陽成上住宅水中ポンプ揚水管取

替え事業に関わるものであります。 

 １２節の委託料の１７８万円は、宮下住宅５号

棟改修事業設計業務委託に関わるものでございま

す。 

 １４節工事請負費の４,７８２万４,０００円は、

高 来 住 宅 浄 化 槽 回 転 円 盤 装 置 改 修 工 事 が

３,１１７万４,０００円。泰平寺東住宅跡地整備

工事が６００万円。先ほど言いました宮下住宅

５号棟の改修工事が１,０６５万円で、以上が令

和５年度に繰り越したものでございます。 

 その下の目で、８款６項３目危険住宅移転促進

費は、予算を全く執行しなかったもので、崖地に

近接する危険住宅の移転に補助金を交付する事業

ですが、当初予算では移転予定者を２名予定して

いましたが、２件とも本補助金の交付要件を満た

さないことが判明したために、３月の補正で全額

を減額したものでございます。 

 次に、２２６ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧事

業費の建築住宅課分は、備考欄の下から二つ目の

米印で、昨年７月の大雨に伴い、宮ノ宇都住宅の

り面復旧工事ほか１件でございます。支出済額が

１８９万２,０００円となっております。 

 次に、別冊の議会資料、５０万円以上の節間流

用一覧を御覧ください。建築住宅課分は３ページ

の２番目の１件であります。市営住宅ののり面が

崩壊したために、早期に復旧する必要があったが、

現年公用・現年施設災害復旧のための工事請負費

に不足が生じたため、記載のとおり１９０万円を

予算流用し、執行したものであります。先ほど説

明の宮ノ宇都住宅の分になります。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入について説明いたします。決

算書の３０ページをお開きください。１５款１項

６目土木使用料、２節住宅使用料は収入済額が

４億４,８５８万４,６８６円で、収入未済額が

６,６０７万６,９７８円です。住宅使用料の現年

度分及び滞納分でございます。それと、市営住宅

駐車場使用料のほか、市営住宅敷地内の電柱・電

話柱や目的外使用等の行政財産使用料になります。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木手数料、１節土木手数料の

うち建築住宅課分は収入済額３６９万８６０円で

収入未済はありません。住宅入居者の車庫証明、

建築確認申請の審査や完了検査の手数料になりま

す。 

 次に、２節督促手数料は、次のページをお開き

ください。市営住宅使用料と住宅資金貸付金の督

促手数料で、収入済額が１３万３,６００円で、

収入未済額が６,２００円です。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 １６款２項６目土木費補助金、４節住宅費補助

金は、収入済額が６,２３１万５,０００円で、収

入未済はありません。主なものは、民間の空き家

を活用し、住宅確保要配慮者を受け入れる賃貸住

宅として利用するための改修工事を行う空き家活

用セーフティネット住宅改修事業補助金と、公的

賃貸住宅家賃対策調整補助金と、ストック総合改

善事業補助金等でございます。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 １７款２項６目土木費補助金、１節住宅費補助

金は、収入済額が７５万８,０００円で、収入未

済はありません。空き家活用セーフティネット住

宅改修補助金事業に伴うものと、住宅新築資金等

貸付助成事業補助金は、補助金の貸付金の回収事

務に対するものでございます。 

 次に、５８ページをお開きください。 

 １７款３項６目土木費委託金、２節住宅費委託

金は、収入済額は１５万９,４００円で、収入未

済はありません。県からの権限移情による事務委

託金でございます。 

 次に、６２ページをお開きください。 

 １８款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入のうち、建築住宅課分は上から四つ目の米

印 で 、 自 動 販 売 機 設 置 の 貸 付 料 で ８ 万

１,８１８円となります。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 ２２款３項１目貸付金元利収入、６節住宅資金

貸 付 金 元 利 収 入 は 、 収 入 済 額 ２ ２ ６ 万

７,９９７円で、収入未済額が１億１,４９３万

７,４０１円でございます。内訳は、滞納分の住

宅資金貸付金の元利収入が納付されたものでござ

います。 

 次に、８２ページをお開きください。 

 ２２款５項４目雑入の１節雑入のうち、建築住
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宅課分は、備考欄、上から一つ目の米印で、空き

家バンク成約奨励金返納金と危険廃屋等解体撤去

促進事業補助金返納金は、支給後に当該補助金の

交付要件を満たさなくなったことによる返納と、

令和２年に発生した火災に伴う市営住宅桜ヶ丘住

宅３０２号室等改修工事費の損害に関わる建物総

合災害共済金と、市営住宅退去時に畳やふすまの

修繕費として退去者から徴収いたします市営住宅

退去時畳等補修費実費徴収金でございます。現年

分が１,４５３万２,８２５円、滞納分が９８万

２,０００円でございます。 

 最後に、市営と県営住宅が同じ敷地内に立地す

る合併団地におきましては、共有する施設の維持

管理を市で行い、県が費用を負担する市営住宅維

持管理県補助金でございますが、７０万８３４円

でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について説明い

たします。財産に関する調書のうち建築住宅分は、

行政財産、公有財産の公営住宅分については、

３５６ページに記載してあります。行政財産、公

有 財 産 の 公 営 住 宅 の 欄 、 土 地 の 減 で

１１７.１２平米は、市営住宅の土地として活用

していない新田住宅の土地を所管替えしたことに

よる減でございます。また、木造及び非木造を合

わせた土地の減、４４０.３５平米は、老朽化が

著しい市営住宅を用途廃止して解体したことによ

る減であります。 

 次に、債権の住宅新築資金等貸付金については、

３６２ページに記載してあります。建築住宅課分

は４段目の住宅新築資金等貸付金で、令和４年度

中の増減は１８２万７,３０９円となり、その結

果、年度末の現在高が９,９２７万１,４８９円と

なっております。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）既存住宅改修環境整備

事業についてお尋ねしますけれども、これは創設

以来、非常に市民や市内業者の方々にも喜ばれて

きた制度ですけれども、昨年が３５３件というこ

となんですが、これは希望した人全員が対象で、

補助を受けられたんでしょうか。 

○建築住宅課長（山口 誠）昨年度の場合は、

希望された方が受けていらっしゃるということで

認識しております。 

○委員（成川幸太郎）希望者全員対象になっ

たということですね。 

○建築住宅課長（山口 誠）昨年度の場合が

受付期間を令和４年５月１０日から２３日の

１０日間で受付いたしました。その期間内では埋

まらずにというか、足りなかったので、それ以降

は随時受付をしまして、３５３件ということで実

績になっております。 

○委員（成川幸太郎）もう何年になりますか

ね、相当な年数になりますけれども、毎年、かな

り予算満額まで希望者があって、使われてきてい

るやつですけれども、昨年でもやはり３５３件も

あったということは、まだまだ要望も出てくるん

じゃないかと思いますので、ぜひ今後もこういっ

た形の対策を取って、市民の安全を守ることと、

業者の事業としての活用になるようにしていただ

ければと思います。 

○建築住宅課長（山口 誠）本事業につきま

しては、平成２４年度から始まりまして、今年度

で１２年目を迎えております。今、委員のほうか

ら言われましたように、令和４年度で３５３件で、

これは以前もお話ししたと思いますが、コロナ対

策によって昨年度は５,０００万円の枠でござい

ましたが、今年度はちょっと少なくなりまして

３,０００万円という枠ではあります。いい機会

ですので、本年度の状況をお話しさせていただき

ますと、５月１６日から２９日の１０日間受付を

いたしまして、受付期間で４万１,０００円ほど

超過するぐらい人気がありまして、２１３件の申

込みがあって、１００％を超えたところでござい

ました。ただ、取下げをされた方がいらっしゃっ

て、今で２１２件で、予算内ということで、一応、

本年度の分につきましても、満額というか、執行

できる予定ということで考えているところでござ

います。 

○委員長（宮里兼実）ほかにございませんか。 

○建設部長（城之下 誠）決算の概要のとき

に一番最初に空き家政策に関する事業について、

本年度からという説明をしたんですけれども、令

和４年度からでしたので、訂正をさせてください。

（３９ページで訂正済み） 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めま

す。 
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 以上で、議案第１０１号決算の認定について、

令和４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算のう

ち本委員会付託分について質疑が全て終了しまし

たので、これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 以上で、建築住宅課の審査を終わります。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（宮里兼実）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては、委員長に一任いただくことで御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（宮里兼実）以上で、産業建設委員

会を閉会いたします。 
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